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1調 査の経緯

1999年4月 に 「男女雇用機会均等法」の一部改

正が施行 され,職 場 における 「性的な言動 に起

因する問題」(セ クシュアル ・ハラスメン ト)に

関する雇用管理上の配慮が事業主に義務づ けら

れたが,公 立学校 の教職員については,学 校 を

設置す る地方公共団体の教育委員会が行 う義務

となった。 また,雇 用機会均等法の適用除外 と

なる国家公務員 についての,セ クシュアル ・ハ

ラスメ ントの防止及び排除のための措置等 につ

いて規定 した 「人事院規則10-10」 に基づ き,文

部省 は,1999年3月30日 に国立学校の教職員を

含めた職員 を対象 に 「文部省 におけるセクシュ

アル ・ハ ラスメン トの防止等 に関する規程」 を

制定 した。同規程においては,職 員間に加え,職

員 と児童生徒,保 護者等 との間における 「相手

を不快 にさせる性的 な言動」の防止について規

定 している。

この ような動 きの中で,文 部省 は,1999年4

月12日,各 都道府県 ・指定都市教育委員会教職

員人事主管課長宛に 「公立学校等 における性的

な言動 に起因す る問題の防止 について(通 知)」

を出 し,以 下のように指示 している。

①公立学校 におけるセ クシュアル ・ハラスメン

トに関す る事業主の配慮義務は,学 校 を設置

する都道府県や市町村の教育委員会が有する。

そのため,都 道府県教育委員会 は,指 針 を示

すなどの指導,助 言,援 助 を行 うこと。

◎教育委員会は,方 針 を定め,そ の 「周知 ・啓

発」 を図ることが求められ,「 相談 ・苦情への

対応」については,教 育委員会 において担当

者 を定めるとともに,各 学校 において対応で

きる体制 を整えること。

3公 立学校 におけるセクシュアル ・ハラスメン

トは,教 職員 間のみな らず,児 童生徒への指

導等において,そ して保護者 との関係 におい

て生 じることもあるため,教 職員への注意喚
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起や啓発,そ して児童生徒 や保護者か らの相

談 ・苦情 に適切 に対応 できる体制の整備など

の措置を講 じること。

そ して,1年 あまり経った2000年7月,文 部省

は各都道府県 ・指定都市教育委員会 におけるセ

クシュアル ・ハ ラスメン ト防止 に関する取組状

況について調査 し,同 年12月26日 に報道発表 し

た。この発表内容は,現 在,文 部科学省のホー

ム ・ページに掲載 されているが,こ れ以降,調

査 はされていないのである。

学校におけるセクシュアル ・ハ ラス メン トと

それへの対応の問題が,と くに児童生徒 に深刻

な事態 をもた らしている状況の中で,1999年,

有志が 「ス クール ・セクシュアル ・ハ ラスメン

ト防止(SSHP)全 国ネットワ0ク 」 を設立 した。

このネッ トワークに 「スクール ・セクシュアル ・

ハ ラス メン ト防止関東 ネ ッ トワーク」(以 下 ,

SSHP関 東 ネッ ト)と して関わって きた私たち

は,2003年7月,週1回 の電話相談を開始 し,2004

年8月 にはNPO法 人 となった。現在,電 話相

談 は,大 阪(全 国ネッ トワーク)と 東京(関 東

ネ ットワーク)で 開設 しているため,関 東一円

だけでな く,そ の他 の地域か らも寄せ られるこ

とがある。

電話相談の中では,保 護者の方たちからの 「ど

こに相談 したらよいか分か らない」 という声 を

多 く聞 く。その際,私 たちは,ど のような解決

の筋道があ り得 るかを相談者 と一緒 に考 えるた

めに,そ の都道府県(あ るいは市)の 規程 を探

す。 しか し,規 程や相談窓口についての情報が

児童生徒 や保護者にほとんど届いていない状況

を何度 も確認 させ られて きた。そこで私たちは,

各都道府県や市の 「学校におけるセクシュアル ・

ハ ラスメ ン ト防止」 に関する取 り組みの現状 を

とらえ,必 要な資料 を手元に揃え,相 談に生か

してい きたいと考 え,2000年12月 文部省発表

の 「セクシュアル ・ハ ラスメン ト防止 に対する

各都道府県及 び指定都市教育委員会の取組状況

について」 を参考に,2004年10月,ア ンケー

ト調査 を実施 した(調 査票は 〈資料1>)。

アンケー トは,47都 道府県 ・13指定都市教育

委員会にお願い した。(2000年 文部省の調査時 よ

り 「さいたま市」が増 えて合計60と なった。)

突然のお願いであったが,お 忙 しい中,最 終的

に(諸 般 の事情でご回答いただけなかった2県

市を除いて),58都 道府県 ・市か らご回答いただ

いた。それを2000年 の文部省の結果発表 を参考

に,2005年1月 に第一次集計 としてまとめ,各 都

道府県 ・指定都市教育委員会に送付 し,訂 正 ・

確認を していただいたものが本稿 の基礎データ

となっている(〈資料2>)。 しか し,ア ンケー トの

質問文があいまいなところがあって答 えに くく,

個々の教育委員会の実態 についての こ回等 とし

て,結 局不本意 なもの になって しまった部分 も

い くつかあ り,ご 迷惑 をおかけ した。この調査

は,資 料 としては,電 話相談 に生か してい きた

いと考 えているが,結 果のま とめとしては,全

国的な動 向について把握 し,学 校 におけるセク

シュアル ・ハラスメン トの全体 的な問題点を探

る一助 にで きたらと考 えているので,個 々の教

育委員会 としての不本意な部分 についてはお許

し願えればと思 う。

以上のような調査データに基づいて,本 稿 は,

その 「調査 のまとめ」及び 「調査か らみえるこ

と」,そ してそれに対 して,被 害者支援の活動を

している私たちか らの 「提言」から成っている。

また 〈資料 〉として,ア メリカの文献から読み

とれる,ア メリカの現状 の一端 をまとめたもの

を加えた。

(入江直子)

Il調 査 の ま とめ

1関 係規程の整備 について

(1>整 備の状況

セクシュアル ・ハ ラスメン ト防止に関す る関

係規程は,全 ての都道府県教育委員会及び指定

都市教育委員会(以 下 「県市」 とい う)で 整備

済みとなっている。形式的には,2県 市が服務規

程の中で整備 をしている。また,57県 市において

..



要綱等が整備済みとなっている。

(2)規 程における保護の対象

各県市の規定において,保 護 の対象者 となる

者は以下のとお りである。

(2004は 今 回調査,2000は 文部省調査を示す)

保護の対象 2004 2000

教職員 58 59

児童生徒 49 42

関係者 35 25

2000年 の文部省調査 と比較 して,児 童生徒 を

保護iの対象 としている県市が7,保 護者等関係者

(保護者,関 係業者,卒 業生,教 育実習生等の教

職員が職務上接する者の全部 または一部)を 保

護の対象 とする県市が10増 加 している。

2周 知 ・啓発について

(1)研 修 ・講習会等の実施

セ クシュアル ・ハ ラスメン ト防止 を目的 とし

た研修会の2004年 度の実施状況は,35県 市が

実施済み,3県 市が実施予定 となってい る。 ま

た,20県 市が実施 しないとしている。2000年 の

文部省調査 では,前 記 「文部省通知」(1999.4.

12)が 出されてから2000年 度までについて尋ね

ているため,53県 市が実施済みまたは実施予定 と

なっていたが,今 回の調査では2004年 度のみの

実施 について尋ねているために,2㎜ 年調査に比

べ て実施済みまたは実施予定の県市が減少 して

いると考えられる。

(2)研 修会 ・講習会の対象者

研修 ・講習会の受講対象者は以下のとお りで

ある。

対象者
全員を対象 一部を対象

2004 2000 2004 2000

校長 22 26 10 18

教頭 14 25 15 20

教員 7 8 26 34

事務 8 8 12 26

学校 にお けるセクシュアル ・ハ ラス メン トへの対応 の実態 と課題

校長 ・教頭以外の教員全員 を対象 として研修

を実施 しているとい う県市は,各 学校で全職員

を対象 とした研修 を実施 している とい う実態で

あると思われる。

(3)研 修 ・u習 会以外の周知 ・啓発方法の状況

研修 ・講習会以外の周知 ・啓発の方法 につい

ては以下のとお りであるが(複 数回答),多 くの

県市が学校 に対する通知の発 出,職 員だより等

によ り周知 ・啓発 を行 っている。児童 ・生徒や

保護者向けの周知 ・啓発 やインターネッ トホー

ムページへの掲載 を行 っている県市は少ないが,

それでも2000年 と比べると,増 加 している。

周知 ・啓発方法 Zoo4 ZOOO

各学校に対する通知 41 44

職員 だより等 35 26

児童生徒 ・保護者向け啓発 4 1

ホー ムペ ージ に掲 載 6 1

その他 9 13

3相 談 ・苦情への対応

(1)相 談窓口 ・相談員の設置状況

セクシュアル ・ハ ラスメン トに関す る問い合

わせ,相 談,苦 情等 を受け付ける窓口は,す べ

ての県市において設置 されている。

設置場所,相 談員 ・専門相談員の配置の状況

は以下のとお りである(複 数回答)。

設置場所 相談員 専門相談員

教 委 51 45 7

学 校 33 25 2

その他 20 17 11

(2)相 談 ・苦情対応のためのマニュアルの作成

状況

相談 ・苦情 に対応するための担当者が利用す

るマニュアルについては,「作成 している」 は34

県市,「 作成 していない」は24県 市である。

2000年 調査では,「 作成済み又は作成予定」が

39県 市,「 検討 中」が10県 市,「 予定なし」が

10県 市であったので,2000年 に 「作成済み又は
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作成予定」で今回 「作成 していない」 とい う回

答の県市に電話等で問い合わせ たところ,結 局

「作成 していない」 とい う実情であった。

4セ クシュアル ・ハラスメン トが生 じた場合の

対応組織の整備状況

セクシャル ・ハラスメン トが実際に生 じた場

合に対応するための組織 の整備状況については,

全ての県市で 「整備 している」 とい う回答であ

る。

対応組織の設置形式 については,「委員会等 を

設置」が12県 市,「 既存の組織でセクシュアル ・

ハラスメン トも対応」が40県 市,「 各学校の実

態に応 じて対応」が12県 市である。

この設問に関 しては,選 択肢 の一つが 「教育

委員会が設置 し,対 応する」 となっていて,不

明瞭であったため,こ れ についてのお問い合わ

せをいただいた り,こ ちらか らも確認 させてい

ただく必要が生 じた。設問の意図としては,「 そ

の対応組織(委 員会等)を 教 育委員会が設置す

る」 というものであったが,言 葉足 らずであっ

たため,回 答にあたって,「教育委員会の責任で

対応するのは当然である」 ということか ら,混

乱 を生 じてしまったと思われる。

(五十嵐 とし江)

川 調 査 か らみ え るこ と

以上の 「調査 のまとめ」か らみえることとし

て,以 下3点 について述べ る。

1「 学校 にお けるセ クシュアル ・ハ ラス メン ト」

とは一 「児童 生徒 」 を対 象 に していない規程

「学校 にお け るセ クシュ アル ・ハ ラス メ ン ト」

とは,学 校 が 果 たすべ き職務 であ る教 育 活動 の

関係 者 の 問で起 こ るセ クシ ュアル ・ハ ラス メ ン

トである。 セク シュアル ・ハ ラス メン トとは,文

部科学省の規程(2001年1月6日,文 部科学省へ

の改組 にと もない,1999年3月 の文部省 規程 を改

訂 した もの)に よる と,「 相手 を不快 に させ る性

的 な言動 」 で あ る。 そ して,同 規 程 の補足 説 明

としての 「通知」の中では,教 育活動の関係者

として,「職員」「学生等」「関係者」があげられ,

それぞれ,「 職員」 とは,「 教員,事 務職員,技

術職員,非 常勤職員,委 嘱契約職員等」,「学生

等」 とは,「 児童,生 徒,学 生,聴 講生,研 修生

等」,「関係者」 とは 「学生等の保護者,関 係業

者等」 と説明されている。 また,「 性 的な言動」

とは 「性的な関心や欲求に基づ く言動 をいい,性

別 により役割 を分担すべ きとす る意識に基づ く

言動 を含み,職 場の内外 を問わない」 としてい

る。

したが って,「 学校 におけるセクシュアル ・ハ

ラスメン ト」 とは,教 職員,児 童 ・生徒 ・学生,

その他 関係者の問で起こるセクシュアル・ハ ラス

メン トであるとい うことは,当 然認識 されるべ

きことである。そ して,セ クシュアル ・ハラス

メン トは,権 力関係の中で起 こるので,「 男性+

大人+教 職員」対 「女性+子 ども+児 童生徒」 と

い う大 きな権力関係にある 「男性教員」から 「女

子生徒」へ という関係で起こることが多いが,男

性教員か ら男子生徒へ,男 子生徒か ら女性教員

へ,男 子生徒か ら女子生徒へ,等 の関係で も起

こる。なお,何 がセクシュアル ・ハラス メン ト

であるか ということに関 しては,「 相手 を不快に

させる」 とい うことであるが,そ れは 「意図が

あるかどうか」ではな く,「相手が不快 に思った

か どうか」 による ということである。

しか しなが ら,「調査のまとめ」 にみることが

で きるように,県 市(都 道府県 ・指定都市教育

委員会)の セクシュアル ・ハ ラスメ ン ト防止 に

関す る規程等が保護する対象 としている者の中

に,「児童生徒」や 「保護者等の関係者」が入っ

ていない場合がある。正確 に言 うと,規 程その

ものの中には,入 っていない場合がほとんどで

ある。それは,「調査の経緯」で述べた ような規

程等の制定に関わる事情から理解で きるが,ま

ず,「 学校 におけるセクシュアル ・ハラスメント」

の問題が,「 職場 としての学校」に対する教育委

員会の雇用管理上の配慮義務 の問題 として取 り

扱 われ,そ れに関する規程 として整備 されたか
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らである。 しか し,そ の後,社 会におけるセク

シュアル ・ハ ラスメン トに対す る認識の広が り

と深 まりの中で,教 職員間だけでな く,教 職員

か ら児童生徒 に対するセクシュアル ・ハ ラスメ

ン トの深刻さに人びとの目が向 くようになり,多

くの県市の教育委員会が,セ クシュアル・ハラス

メン ト防止に関 して,児 童生徒 を対象 とするよ

うになってきていると思われる。

今回の調査 に対する回答 とあわせ て送ってい

ただいた 「規程」 を読んでみると,「規程が保護

する対象者」の中に 「児童生徒」が入 っている

と回答 した県市の実態は,

a

b

C.

規程 に明記 してある

規程 とは別 に 「児童生徒 に対す るセクシ

ュアル・ハラスメン ト防止について」 とい

う通知文 を発出 している

規程 には明記 していないが,体 罰 などの

学校事故 と同 じように取 り扱っている

とい うものであると考 え られる。 したがって,

「規程が保護する対象者」の中に,「児童生徒」が

入 っていない と回答 した県市 において も,「児童

生徒」 に関す るセクシュアル ・ハ ラスメン トを

取 り扱わないということではない と思われ る。

以上の ことか ら,「 学校 におけるセ クシュア

ル ・ハラスメ ント」は 「職員が就労上の又は学

生等が修学上の不利益 を受 けること」(文 部科学

省規程)と い う 「教職員の労働権」 と 「児童生

徒の学習権(発 達権)」 を侵害す る問題であると

とらえ,そ の問題 を取 り扱 う規程 として改訂す

ることが,社 会的に求められるようになってい

ると考える。

2研 修の重要性

毎年12月 に文部科学省が,前 年度の教師の懲

戒 についての まとめを発表するが,こ こ何年か

「わいせつ教師,過 去最多」 とい う報道が続いて

いる。「わいせつ行為等」(い わゆる 「わいせつ

行為」 のほかのセクシュアル ・ハ ラスメ ントも

含 まれる といわれる〉による懲戒処分 を受ける

教員の数が,毎 年増加 している とい うことであ

学 校におけるセ クシュアル ・ハ ラスメ ン トへ の対 応の実態 と課題

る。 この中で,自 校 の児童生徒 に対する行為 に

よるものが過半数を占めているが,こ の数は,加

害教員の処分 に至 った もので,児 童生徒が 「不

快 に」思 うセクシュアル ・ハラスメン トは,実

際には,か な りの数で 日常的に起 こっている可

能性がある。「わいせつ行為等」が実態 として増

加 しているとい うよ りは,自 分 に対す る行為を

「不快だ」 と訴 える子 どもたちが増えて きた とい

うことで もあるのである。

子 どもたちが,こ れ まで 「いやだ」 と感 じな

か ったのではな く,「 こんなこと人に言えない」

と我慢 した り,忘 れようとした りして きたのが,

「セクシュアル ・ハ ラスメン ト」 という言葉 と認

識がようや く子 どもたちにも届 くようになって,

子 どもたちが 「訴 えて もいいんだ」 と思 えるよ

うになって きた とい うことである。教員の側か

らする と,今 まで 「問題」 とは気がついていな

かったこ とを 「セクハラ」 と言 われて,と まど

うという場合 もあるかもしれない。 しか し,「セ

クシュアル ・ハ ラスメ ン ト」は,人 権侵害問題

であ り,法 律で 「問題」 とされるようになった

問題であるから,「 気がつかなか った」 「そのつ

も りはなかった」で済 まされることではない。

したがって,き ちん とした認識 をもつことが

で きるような 「研修」が必須であ り,公 立学校

におけるセクシュアル ・ハラス メン トに対 して

配慮義務 を有す る教育委員会 は,研 修 を実施す

る責任がある。そこで,調 査の中で,2004年 度中

の研修の実施状況について尋ねたところ,「 実施

しない」 とい う回答の県市が20あ った。全体の

1/3で ある。「実施 しない」 という回答 の補足説

明 として,「 各学校で実施するよう働 きかけてい

る」 というの もあったので,「 教育委員会 として

は実施 しない」 とい う場合 もあるか もしれない。

しか し,ま だまだ 「セクシュアル ・ハ ラスメ ン

ト」 に対する認識が十分浸透 しているとはいえ

ない学校の実態であ り,社 会か らも厳 しい 目が

向け られている状況の中で,配 慮義務の第一に

あげられるべき 「研修」の実施状況 としては,全

国的にみて,非 常 に問題であると考 えられる。
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さらに,セ クシュアル ・ハ ラスメ ン トが起 き

た場合,被 害者 をそれ以上傷 つけないで,問 題

をきちんと解決するためには,学 校の管理責任

者 としての校長 や教頭の適切 な対応が とても重

要 なことになるので,と くに校長 ・教頭全員 を

対象に した研修が毎年行 われることが求め られ

る。 また,研 修の方法に関わる問題 としては,被

害者への対応や,プ ライバシー を保護 しつつ解

決すること等,複 雑 な状況への対処 について学

ぶために,講 義 をきくとい う方法ではな く,事

例の解決 をグループで考 え合 う等の参加型の研

修方法で行 うことが重要である。

3児 童生徒 ・保護者への周知 ・啓発

児童生徒 は,「 教員か ら児童生徒へ」「児童生

徒 間で」 という関係 の中で,セ クシュアル ・ハ

ラスメン トの被害者,そ して加害者 になる可能

性がある。 したがって,被 害を受けた ら誰に相

談できるか,ま た,加 害者にならないように,な

ど理解するために,セ クシュアル ・ハラスメン

トについて,そ の子 な りにきちん と知る必 要が

ある。 また,保 護者 は,自 分 自身が教職員 との

関係 で被害者になった り,加 害者 になった りす

る可能性 もあるが,子 どもの 「保護者」 として,

子 どもが被害を受けた とき(あ るいは加害者 に

なってしまったとき),適 切に対応できるために,

「学校 におけるセクシュアル ・ハ ラスメン ト」 に

ついて,そ して何がで きるか について知ってお

く必要がある。

しか しなが ら,今 回の調査への回答のなかで

は,「児童生徒や保護者向けに周知 ・啓発 を行な

っている」 という回答は,わ ずかに4県 市 だけ

であった。これは どうい うことであろうか。一

方で,「 相談窓口を設置 してい ますか」に対 して

は,す べての県市が 「はい」 と回答 しているの

であるが,そ うした情報は,被 害者 となる可能

性のある児童生徒には,ほ とんど届いていない

と推測 される。セクシュアル ・ハ ラスメン トは

人権侵害行為であるか ら,事 実が認められ,そ

の事実に対す る加害者か らの謝罪などによって,

被害者の尊厳が回復 されて,「 解決」 となる。こ

れが 「被害者救済」の基本であって,そ のため

には,被 害者が,自 分が 「不快だ」 「いやだ」 と

思った ことがセクシュアル ・ハ ラスメン トであ

って,加 害者がそれ を認めて謝罪 したと納得で

きるプロセスが必要である。 したがって,被 害

者にも,加 害者にもなる可能性のある児童生徒

が 「セクシュアル ・ハ ラスメン トとは何か」 に

ついて,そ の子 な りに理解で きるように してお

くことは重要である。

児童生徒への啓発 にあたっては,児 童生徒が

理解 で きるパ ンフレット等 を作成す る必要があ

り,そ れに要す る費用 と労力が問題 となるのか

もしれない。 しか し,子 どもたちが,セ クシュ

アル ・ハラスメントを受けたら何ができるか,そ

して加害者 にならないために,と い う人権感覚

を育てていくには,ぜ ひとも,子 どもたちに 「セ

クシュアル ・ハ ラスメントとはイ可か」 を伝 える

ことが大切であ り,そ のため に教師が使 う教材

としても,パ ンフレット等の作成が求められる。

次 に,セ クシュアル ・ハ ラスメン トへの対応

システムについて,ア ンケー トへの回答 と合わ

せ て送っていただいた規程や要綱か ら読み とれ

る実態 を検討 し,私 たちが考 える 「被害者救済」

の視点か ら提言する。

(入江直子)

lV提 言=セ ク シュア ル ・ハ ラ ス メ ン トへ

の対応 シス テム につ いて

セクシュアル ・ハ ラスメ ン ト防止 のための要

綱やガイ ドラインの中に位置づけられている 「相

談への対応」あるいは 「苦情相談への対応」 と

い う項 目がある。その中には,相 談窓口を設置

することや相談員の選出方法,人 員数,職 務,相

談員の守秘義務などが示 されている。相談者の

範囲は,教 職員,児 童生徒 などの被害者か ら,被

害を見 ていた人やセクシュアル ・ハ ラスメン ト

をしてい ると指摘 を受 けた人(加 害行為者)と

規定 しているところが多 くある。
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相談窓口の設置に関 しては,多 くの場合,校

内窓口の設置 と教育委員会内の設置の両方 を示

している。 しか し,そ こで選出 される相談員の

多 くは学校長 ・教頭 ・主任 ・養護教諭 などであ

り,一 般教員か らの選出を位置づ けている場合

で も学校長の任命 となっている。また教育委員

会内の相談員 については,人 事にかかわる部署

(人事課 ・教職員課 ・給与課など)を 当てている

のが特徴 である。 これは処分決定 に関わる とい

うことでは重要 なことであ り,当 然必要な部署

であると考 えることがで きる。 しか し,相 談員

と位置づけるにはかな りずれが生 じる。何故 な

ら相談 を受 ける という立場 を離れざるを得 ない

ことと,被 害者 に関わる とい う点では,ど れだ

け相談を聞けるか危惧するところである。

相談窓ロは苦情や相談の受 け皿である性質上,

広いほうが好 ましい し本来誰が相談 を受 けるか

は想定で きない ものであ り,誰 が受けてもいい

ものである。誰が相談 を受けても必ず集約 され

る ところを設けてお く必要があ る。それが専 門

相談員 として利害関係のない第三者 を相談員 と

して置 くことが望 ましい方法 と考えられる。 し

か し,学 校単位で専 門相談員 を置 くことが可能

でない とするな らば教育委員会が第三者の専 門

相談員 を置 くことを検討す る必要がある。 これ

は,極 めて重要なことである。 なぜ なら学校内

で も教育委員会内で も,多 くの場合何 らかの重

要 な役職 についている人を相談員 としてあてて

いることが読み取れる。 しか し,セ クシュアル ・

ハ ラスメン トが権力関係 のあるところで起 こる

ことは周知のことであ り,一 般教職員が窓口に

なっている学校長 に相談で きるか といえばで き

ないことが多い し,こ れ までセクシュアル ・ハ

ラスメン トが発生 した学校 において学校長が適

切 に迅速に対応 した例はほ とんど皆無に等 しい。

多 くの場合,加 害行為者 を擁護 し,学 校 の面子

を考 え,さ らに自身の保身に傾 いてい くことが

あるか らである。教頭が もし,学 校長か ら被害

を受 けた相談者か ら相談 された として,適 切 な

対応がで きるだろうかと考えてみる必要がある。

学校 におけるセク シュアル ・ハ ラスメン トへ の対応 の実態 と課題

また,養 護教諭 は窓口相談員 として位置づけら

れなくて も児童生徒の多 くは心の悩みや身体の

不調 を訴えていける ところであ り,学 校内にお

いては児童生徒 との関係で力関係(教 える,評

価 をす るとい う関係ではない)が 比較的弱いと

ころである。相談員 としては適任である可能性

は高いが,後 でのべ る相談員の職務 とされる事

柄 については児童生徒 との人間関係が崩れる可

能性が強い と考 えられる。

さらに相談員 の選 出方法は学校長や教育長の

任命 というのでは,力 関係 を誇示 しているかの

ようで もある。その ように大 きな権力的立場 に

位置する人が選出する相談員に相談や苦情が持

ち込めないのも頷けるところである。

次に職務 とされる事柄について考えてみる。一

番 に気にかかるところは 「被害者への助言 ・指

導」 という言葉であ る。被害者が相談 を持ち込

んだときには相談員はひたす ら傾聴 し,共 感 し,

この被害 をどうしてい きたいかを相談者 ととも

に考 える手伝い をす るものである。それが行動

や言葉 に対 して助言 された り,ま して指導 され

ることがある と思 うととて もその相談員には も

のが言 えないだろう。多 くの場合 「あなたがこ

うすれば,な くなると思います よ」 とい うよう

に被害 を受けたあなたが悪いといっていること

になるか らである。相談員が このように対応す

るとした ら誰 も恐 ろ しくて相談にはいけない こ

とになる。 また当事者間の斡旋 とい うことも同

様 である。中には加害者への助言 ・指導を促 す

という職務 をあてている要綱 もあったが,加 害

者に も同時 に対応す ることは極 めて危険なこと

として受 け止める必要がある。相談員 はあ くま

で も被害者の立場 に立つ必要があ り,被 害者は

解決への道 を進み始めたとして も心の動揺 はあ

り,悩 みを聴いて もらいたいと思うものである。

助言 ・指導 ・斡旋 を した相談員はそれだけで信

用 されなくなって しまうと考えるべ きである。被

害当事者にとって効果的,最 善の方法 とは何 か

を真摯 に考えることが大切である。

対応の仕方を全体的にとらえると,相 談員が
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相談 もしくは苦情相談 を受 け,事 実確認(調 査)

をし,加 害者が被害者 にどう対応 したらいいか

を助言 ・指導するというようになる。

相談員が複数配置されていたとして も,こ の

一連の流れで解決 に向けていけるとは考 えられ

ない。

相談員 と事実調査 をする担当は別立てであ り,

力関係のない ところでの裁定がおこなわれるこ

とが大切である。 この状況 を把握 して分離 し,シ

ステムを持 っている県市 は数箇所であ り,さ ら

にシステムを分か りやす く図示 している教育委

員会 も数箇所存在する。

例 えば,セ クシュアル ・ハ ラスメン ト防止委

員会や対策委員会 を設けて相談が持ち込 まれた

場合 は,一 旦ここに集約 される。構城 委員 も明

記 し教育委員会の関係者だけでな く教職員組合

も構成員 として上げられているのがある。 しか

し,こ れだけでは不十分でここに第三者 として

位置づけ られる人を登用することも視野にいれ

てほ しい。 さらに誰が見て も分 か りやすいシス

テムとして図式化 してお くことが望 まれる。

多 くの教育委員会では,ガ イ ドラインや要綱

はいち早 く策定 された ものの策定がゴールライ

ンであるかのような印象 をもつ。先にあげたよ

うに第三者性 を確保 し相談員 を外部か ら登用 し

た ものの,シ ステムが動いていなかった例がほ

とんどである。対策委員会や防止委員会 とい う

名称 はあって もその部署が全 く機能 していなか

った。一度 も顔 を合わせたことがない ところや

委員会の構成 メンバーであることさえ知 らなか

ったというお粗末 さである。要綱やガイ ドライ

ン策定はゴールでな くス ター トであることを知

るべ きである。

また,相 談内容でな く進捗状況 を記 した文書

が残 っていない状況があるが,相 談員が記入す

る相談記録用紙はあって も,解 決に向けた経過

や結果を記 した文書が残 っていない教育委員会

が多い中で,引 継 ぎもな されていない ことは頷

ける。

また,教 育委員会の担 当部署が毎年人事異動

によって変わっている事実 もあるが,こ の部署

の重要性が低 く設定 されてい ることの現 われで

ある。

その中で も,以 下の事例 は注 目される。大阪

府教育委員会 はシステムの中に第三者 を設定 し

ている。鹿児島県教育委員会は相談 と事実調査 ・

確認 を別 々に設定 し,ま た,学 校長 から事故報

告 をさせ ることをシステムの中に明記 している。

鳥取県教育委員会は対策委員会の責務の中で,緊

急 を要す るものは直接県教育委員会への調査 の

要請 を行 うことがで きるとし,さ らに対策委員

会の開催回数 を設定 し,緊 急時開催 も明記 して

いる。

これ らのシステムが機能で きるようにするこ

とが重要であ り,策 定後一度 も目を通 していな

いためにガイ ドラインがあることも知 らない教

育長や学校長がいることも事実である。錆付い

たシステムは動かない。絶えず機能 させ点検 し

なが ら進めることが被害を訴 えた人が 「相談 し

てよかった」 と言える信頼で きるシステムを構

築 してい くことになる。

次ペ ージに,私 たちが考える被害者救済のた

めの対応 システムを図示 し,提 言する。

(亀井明子)
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被害者救済のための対応 システム

SH事 件

被害者(児 童 ・生徒、保護者、教職員、教育実習生、同窓生、関係者etc)

被害者から相談された人、見ていた人etc、

セクハ ラをした と指摘 された人(加 害行為者)

教育委員会相談窓口、学校相談窓口、民間相談窓口、女性 センター相談窓口

繋 雛 享禦剰

否 申し立て

教育委員会専門相談員

SH対 策委員会

(調査委員の選定)

被害申 し立て

被害者への

聞き取 り

調停

調 査委 員会

(弁護 士orカ ウ ンセ ラー)

事実調査

事実調査の報告を受けて裁定をする

or

懲罰委員会を兼ねる

※調査 員は弁護士、 カウンセラーな どを配置

複数、性 別構成 の配慮 、被 害者 ・加害者 と

も面識の ない人
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V参 考=ア メ リカの 学校 にお けるセ ク シ

ュアル ・ハ ラス メ ン トの状 況

日本の都道府県 ・指定都市教育委員会は,ガ

イ ドラインや対応マニュアルの整備 などを通 し

て,学 校 におけるセクシュアル ・ハ ラスメン ト

にようや く重い腰 を上げて対応 し始めてきてい

る。一方,ア メリカの場合 は,教 育法修正第9

章(タ イ トル ・ナイン)や 教育省の公民権事務

局(OfficeofCivilRights)へ の苦情 申し立て制度

など,日 本 に比べ て法的体系や被害者へのサポ

ー ト体制が格段 に整備 されてお り
,ま た学校 で

起 きたセクシュアル ・ハ ラスメン ト事件に対 す

る訴訟 も多い。

アメリカの教育環境 におけるセクシュアル ・

ハラスメン トを取 り巻 く状況 を参考にすること

で,今 後,日 本の学校 におけるセクシュアル ・

ハラスメン トに対応 し,解 決 してい く上での具

体 的な足がか りを見出す ことができるのではな

かろうか。

以下,ア メリカの学校 でのセクシュアル ・ハ

ラスメン トについての優 れた著作 を2冊 紹介 し

て,問 題点 を分析 し,解 決への道筋 を探 ってい

きたい。

1ア メ リカの学 校 とセ ク シュアル ・ハ ラ ス メン

ト

アメリカのK-12(幼 稚 園か ら高校3年 まで)に

お けるセ クシ ュアル ・ハ ラス メ ン トの状 況 ・そ

して訴 訟 の実例 につ いて,詳 し く紹 介 し分析 ・

報告 した優 れ た文献が ある。NanD.Ste㎞ による

『教 室 と法廷:K-12の 学校 にお ける セ クシュ ア

ル ・ハ ラス メ ン トと向 き合 う』ω である。雑誌 の

誌 上調 査 や学校 の協 力 に よる調査 を ア ンケ ー ト

方 式 で実施 し,ア メ リカの学校 におけ るセ クシ

ュ アル ・ハ ラス メ ン トの現状 につ いて まとめあ

げている。 この本 にはス タイ ンのセ クシュアル ・

ハ ラスメ ン トや性暴 力 に対 す る深 い理 解 や数 々

の知 恵が展 開 されて い る。

ナ ン ・ス タイ ンは,「 私 は,実 践家 であ り,作

家 であ り,調 査 員 で あ り,活 動 家 で あ り,ま た

不本意 なが ら研 究 者で もあ る。」(2)と自己紹介 し

て いる とお り,中 学校 の ソー シャル ・ス タデ ィ

(社 会科)の 教 師,カ ウ ンセ ラー な どを歴 任 し,

現在,ウ ェルズ リー女 子大 学 の調査 員 と して精

力 的な活 動 を行 い,多 種多様 なセ クシュ アル ・

ハ ラス メ ン トの調査 ,研 究 に携 わってい る。

この本 を読み始め てまず 目を奪 われ るの は,学

校 の先 生 の,セ ク シュ アル ・ハ ラス メ ン ト行 為

に対 す る非 常 に まず い対 応 で あ る。 毎 日昼休 み

に なる と男 子 生徒 に学校 のす みず み まで しつ こ

く追 いまわ され,お なかや足 を蹴 られ続 けた11歳

の女子 生徒 が,た ま りかね て先 生 にそ の こ とを

伝 え よう と した とき,先 生 は加 害男子 生 徒 に こ

う言 っ た とい う。 「そ ん なにあ の子が 好 きな ら,

行 って電話番号 を聞いた らど うなの。」(_"Ifyou

likehersomuch,askherforherphone

number.")〈3>こ こにはその よ うに対応 され た時の

被 害者 の落 胆 や はが ゆ さ,被 害者 か ら大 人 には

「伝 わ らない」 とい う,セ ク シュ アル ・ハ ラス メ

ン ト問題 の重 要 なポ イ ン トが浮 き彫 りに されて

いる。 この本 は,「 自分 が見 なか った ことは起 き

なか った こ と」(_IfIdon'tseeit,it'snot

happening.)(4)と 勝 手 に断定 して見過 ご して しま

う大 人の傲慢 さ ・怠慢 の指摘 に始 まる。我 々は,

指摘 され た このポ イ ン ト,被 害者 の悲 鳴 と大 人

の怠 慢 を心 に留 め た上 で,続 けて全米 規模 の詳

細 な調査 の 軌跡 をた ど り,セ クシ ュアル ・ハ ラ

ス メ ン トの本 質 に迫 る ことが で きる。

(1)「 学校 で のセ クハ ラ:調 査 に よれ ば,学 校

で は ジェ ンダー ・バ イ オ レンスが公 然 と行

われ てい る」

① 雑 誌 セブ ンテ ィー ン誌上 に よる調査

雑 誌 セブ ンテ ィー ンは全 米 の十代 の女 子 に最

も読 まれてい る雑 誌で あ り,1,900万 人 の定期 購

読 者 を持 ち,800～1,000万 冊 の店 頭売 り販 売i数

を誇 って いる。

1992年9月 のセブ ンテイー ン誌上 に高校女子の

セ ク シュア ル ・ハ ラス メ ン トにつ い ての記事 と
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と もに,セ クシ ュアル ・ハ ラス メ ン ト調 査 が掲

載 された。11個 の選択式の質問 と2つ の記述式の

質問 に よる もの であ り,ウ ェルズ リー大 学 の調

査 セ ン ター と,全 米 で最 も歴 史あ る女性 人権 基

金の リー ガル ・モー メ ン タム の協力 に よって調

査 の 問題 が作 成 され実 施 され た。 ナ ン ・ス タイ

ンは調査 集計 と結果の分析 に参加 した。1992年9

月末 まで に寄 せ られ た4,300通 の 回答 の 中か ら

無作為 に2,002通 の,9歳 か ら19歳 までの女 子の

回答 を選 んで,結 果分析 が行 われ た。送 られて

きた封筒 の上 には,「 緊 急!」 とか 「す ぐ開け

て!」 「お願 い,読 んで!」 な どとい うメ ッセー

ジが書 きつ け られ てい る ものが お びだ た しい数

で存在 した とい う。調 査 の記 述式 の質問 は,「 学

校 は セ クシ ュアル ・ハ ラス メ ン トを防止 す るた

めに何 をす れば良 い と思 い ますか」 と,「 もしあ

なたが 学校 で セ クシ ュアル ・ハ ラス メ ン トを受

けて いる と した ら,そ れ を受 けて,ど んな気持

ちに な りま したか」 とい う もの だが,回 答 者 は

自分 で 回答 の 内容 を展 開 させ,事 こまか に回答

してい る とい う。そ の記述 式 の質 問 の回答 か ら

読 み取 れる要素 を大 まか に3つ の ポイ ン トに ま

とめる と,以 下 の よ うに なるそ うだ。

a.セ ク シュ アル ・ハ ラス メ ン トは,公 然 と広

範 に行 われ てお り,傍 観者 が お り,そ の傍

観 者 が,教 員 も し くは学校 職員 で あ る場 合

も多 い。

b.女 性 は受 け 身の犠牲 者 で あ る,と い う古 い

固定概 念 に反 して,セ クシ ュアル ・ハ ラス

メ ン トの被 害 者 は受 け身 で はな く,そ の行

為 に立 ち向 か って行 く傾 向が ある こ と。

c.被 害者 が学 校 の職 員 にセ ク シュ アル ・ハ ラ

ス メ ン ト行 為 につ い て知 らせ る と,被 害 者

の話 はた い てい退 け られ るか,つ ま らない

こ と とみ なされ るこ と。

選択 式 のデ ー タ をま とめ る と,最 も一般 的 な

セ クシ ュアル ・ハ ラス メ ン ト行為 は,性 的 な言

動,仕 草,目 つ きな どで あ り,実 に89%も の生

徒 が それ を体験 して いる。 さわ られた り,つ ね

られ た り,つ か まれ た りした,と い うケー スは

学校 にお けるセク シュアル ・ハ ラスメン トへの対応 の実態 と課題

83%,前 年から毎 日のようにセクシュアル ・ハラ

スメン ト行為 を受 けているケースが39%も あ

り,行 為を受けた1/3と いう高い割合で第三者

(目撃者)が その場に居あわせた。良い点 として

は,被 害者の2/3が その行為をやめるようにと言

葉で言い返 し,1/3以 上が自らの身体を使って抵

抗 し,1/3が 友人 ・親 ・教員にその行為について

知 らせていた。

傍観者 ・目撃者がいたセクシュアル ・ハ ラス

メン ト行為のうち,そ の行為が起 こった場所 を

問うと,圧 倒的に複数回答が多 く,94%が なんと

「教室」,76%が 「廊下」,69%が 「校庭」や 「駐

車場」 と答 えている。

この調査 の限界 は,回 答者が全員女性のセク

シュアル ・ハ ラスメン トを体験 した人たちだけ

であ り,自 ら進 んで報告 して きた意識の高い人

たちだけなので全米の傾向として一般化で きる

ものではない,と ス タインは述べているが,セ

クシュアル ・ハ ラスメン トの本質 をとらえた衝

撃的な分析結果 となっている。

続いて,具 体的な回答事例が引用 されていて,

セクシュアル ・ハ ラスメ ン トの展開と二次被害

の様子,被 害者が 自尊感情 を傷つけられてい く

過程が克明に分析 されている。顕著な ものを以

下に紹介する。

Inmycase,therewere20r3boystouchingme,

...AndI'dtellthemtostopbuttheywouldn't!This

wentonforabout6monthsuntilfinallyIwasin

(one)ofmyclassesinthebackoftheroom

mindingmyownbusinesswhenallofthemcame

backandbackedmeintoacornerandstarted

touchingmeallover.SoIwentrunningoutofmy

roomandtheteacheryelledatmeandIhadtostay

inmyseatfortherestoftheclass.Butaftertheclass

Itoldtheprincipal,andhimandtheboyshadalittle

talk.Anda丘erthetalkwasup,theboyscameout

laughingcausetheygotnopunishment.

(12-years-old,Mexico-American,Saginaw,

Michigan)'S'
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私の場合は,2～3人 の男の子が私のことをいつ

もさわっていました。やめるようにいったのに,

やめないの!こ れが6ヶ 月 ぐらい続いて,と

うとうある授業の時 に,教 室の後 ろで知 らない

ふ りをしていたら,み んなが後ろにせ まってき

て,教 室の後ろの角の方 に私 を追いつめ,体 中

をさわ りはじめ ました。だか ら走 って教室 を出

たら,先 生に どな られて教室 に呼 び戻 されたの

で,残 りの授業 も自分 の席にいなければな りま

せんで した。授業の後で校長先生に話 したら,校

長先生 と男の子たちが短い話 し合いをしました。

話 し合いのあ とで男の子たちは笑いなが ら戻 っ

てきました。何 にも罰 を受けなかったか らです。

(12歳 メキシコ系 アメリカ人 サギノー,ミ シ

ガン州)

い くつかの回答事例 を受けてスタインは以下

のようにまとめている。つ まり,学 校 ではセク

シュアル ・ハ ラスメントはごく当た り前で,よ

くあること,い つ ものことで,公 然 と人前で行

われてお り,大 抵 は大人(主 に教員)の 目撃者

がいる。被害者は大人に,こ の行為について,目

で見て被害者の視点で感 じ取 ってほ しいが,大

人はそれをセクシュアル ・ハ ラスメン トとは呼

ばず,事 件 の事実確認 もしなければ加害行為 を

やめさえることさえしない,と いうのだ。被害

者たちは何度 もこの ことを大人に伝 えようとす

るが,わ かってもらえず,そ の結果 として,自

尊感情を深 く傷つけられ,自 分が悪いのだと自

分 を責める。また,恐 怖心,報 復への恐怖,悲

しみ,怒 りな どに苛 まされるが,だ れにも言 え

ない,と いう悪循環に追い込 まれる。

Ifeelterrible.Ifeltitwasmyfault,butit

wasn't.Ididn'ttellteachersortheprincipalwhat

happened.Ithinkmyproblemisbeingscared.1'm

scaredthey'regoingtodosomethingworseifItell.

(12-years-old,Mexico-American,Texas)(6)

ひ ど く み じめ で す 。 私 の せ い だ と 思 っ た け ど,

で も そ う じ ゃ な い は ず 。 先 生 や 校 長 先 生 に は 何

が 起 こ ったか言 い ませ んで した。 問題 は私 が怖

が ってい る こ となの。 も し言 った らあの 人 た ち

が もっ とひ どい こ とを私 にす るの が怖 い んです。

(12歳,メ キ シコ系 アメ リカ人,テ キサ ス州)

この調査 か ら,ス タイ ンは,大 人 は,「 見 てい な

い こ とを起 こ らなか った こ と とす る」 の は もち

ろ んの こ と,も っ とひ どい こ とに,「(大 人 は,)

見 てい て も信 じない」(Seeingisnotbelieving)(7)

もの,と 指 摘す る。 「学校 は ドメステ ィ ック ・バ

イ オ レ ンス の悪循 環 を トレー ニ ン グす る場所 と

な って い る」 と学校 の実態 を酷 評 してい る。 ま

わ りの大 人(主 に教 員)は 被 害 者 の言 うこ とを

信 じず,被 害 者 を助 け る こ とも しない 。信 じて

も らえなか った被 害者 はひ ど く打 ちの め され傷

つ く。 その一方 で,加 害 した男子 生徒 は許 され,

罰 を受 け ない。 さ らに加 害者 は先 生 か ら 「セ ク

シュ アル ・ハ ラス メ ン トを行 って もよい とい う

無言 の許 可」 を得 て暴 力 的 な関係性 をパ ター ン

化 してエ ス カ レー トさせ て繰 り返 す。傍 観 者 た

ちの 間 には 「セ クシ ュアル ・ハ ラス メ ン ト行為

は許 され る ら しい」 とい う雰 囲気 が伝 わ り,次

は誰が被 害 者 にな るか,と い う恐怖 が振 りまか

れ,だ れ もこの行為 をやめ させ るこ とは しない。

学校 で はセ クシ ュア ル ・ハ ラス メ ン ト,性 的 な

攻 撃,暴 力 的 なわ いせ つ行為 が公 然 と 日常 的 に

繰 り返 され,そ れ らはふつ うで 一般 的 なで きご

とと して ノーマ ライズ(normalized)(8)さ れる。ス

タイ ンは,こ の よ うな劣 悪 な学校 環境 を経験 し

た生徒 たちが大 人 にな った と きの 人生 に与 え る

悲 劇 的 な影 響 や関連 につ いて憂慮 し,そ れ に対

す る調査 す ら全 く行 われ てい ない,と 述 べ てい

る。

② 敵意 ある廊下:AAUWに よる調査(1993)

アメ リカの有力調査機関のルイス ・ハ リス社

とスコラティック社,そ してAAUW(全 米大学

婦人協会)の 基金の協力によって第二の調査が

行われた。スタインは,こ の 「敵意ある廊下」 と

名付 けられた調査 によって,ア メリカのセカン
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ダ リー ・ス クール に は,全 米 的 な 「セ ク シュア

ル ・ハ ラス メ ン ト文 化 」(cultureofsexual

harassment)(9)が 存在 す る ことが わか った,と 結

論付 けて いる。 この調査結 果 を検 証す る と,深

刻 な セ クシュ アル ・ハ ラス メ ン トが広 範 に起 き

ている こ とがわか り,「 文化」 とい う,誇 張 とも

思 え る と らえ方 が,実 は的確 な と らえ方 であ る

と確 信 す る よ うにな る。調 査 母体 は,グ レー ド

8か ら11(中 学校2年 か ら高校2年),79校 の公

立学校 の男 子828名,女 子779名;計1,632名 で

あ り,ア メ リカの その年 頃 の学生 の実 態 を示 す

信頼 で きるサ ンプ リング とな ってい る。 この調

査 は40の 質 問か らな って お り,そ の項 目は以 下

の ような もの に分類 され る。 「セ クシュ アル ・ハ

ラス メ ン ト行 為 の頻 度 と永 続 性(身 体 的,非 身

体 的)」 「最初 にそ の行為 が あ った ときの行 為 の

度合 」 「大 人か ら子 ど もへ の行 為 の頻度 」 「生徒

間で の行 為 の頻 度」 「行為 の場 所」 「教 育 ・学 習

へ の影 響(不 登校 ,転 校 な ど)」 「どうい う気持

ちになったか(困 った,怖 かった,混 乱 した,な

ど)」 「そ の後 どう したのか(避 け る,席 替 えす

る,友 達や通 学ル ー トを変 え る,な ど)」 結果 は

驚 くべ きこ とに,雑 誌 セ ブ ンテ ィー ンの誌 上調

査 とほ とん ど似 通 った もの となった。 実 に81%

もの生徒 が,学 校 でセ ク シュ アル ・ハ ラス メ ン

トの被害 を受 け,そ の場所 として,66%が 最低 で

も1回 は 「廊 下」 で セ クシュ アル ・ハ ラス メ ン

ト行為 による被害 を受 けてお り,55パ ーセ ン トは

「教 室」,43%は 駐 車場 以外 の 「校 舎 の外」,39

%は 「体 育館や プール,遊 び場」,34%は 「学 生

食 堂」,19%は 「更衣室」,10%は 「トイ レ」 を

指摘 してい る。

セ クシュアル ・ハ ラス メン トの型 と しては,性

的 な言 葉,冗 談,し ぐさな どが 最 も多 く,女 子

で76%,男 子 で も56%に 登 った。実際 にさわ ら

れた りつ ね られ た りつ か まれ た りした ケー スが

女子 で65%,男 子 で も42%も 報告 された。性 器

を見せ られ る ケース も女子 で49%,男 子 で41

%,性 的な うわ さを流布 され たの は女子で42%,

性的 なや り方で服 を引っ張 られたのは女子で38%,

学校 におけるセ クシュアル ・ハ ラスメン トへ の対応 の実態 と課題

性的なや り方で進行方向をはばまれたのが38%,

性的指向(ホ モセ クシュアルなど)を 椰楡 され

たのが男子で23%報 告 された。いずれ も非常 に

高い割合で,生 徒たちが学校内でセクシュアル ・

ハ ラスメン ト行為 を経験 してい ることを実証す

る結果 となった。さらに衝撃的なのは,53%の 生

徒たちがセクシュアル ・ハラスメン ト行為の 「加

害者」 にも 「被害者」 にもなった,と 答 えてい

ることで,2/3(66%)の 男子,そ して半分(52%

の女子は 「自分は加害者であった」 と報告 した。

関連項 目には 「セクシュアル ・ハ ラスメ ントは

学校生活の一部である」 というものがあったが,

この項 目を,セ クシュアル ・ハ ラスメン ト行為

常習者の37%,性 差別的思考を持つ人の41%の

男子,31%の 女子,が 選択 した。他にも 「人はセ

クシュアル ・ハ ラス メン ト行為 を好 むと思 う」

「友人にその行為 をす るよううなが された」「そ

の人物 とデー トをしたかった」「その人物から何

かを手に入れたかった」「自分の影響力を示 して

や りたか った」 などの項 目を選択 した人 もいず

れも20%前 後見 られた。被害は受 けても加害行

為 はしなかった人は,学 生男子で7%,女 子で

31%に 留 まり,学 校でまった くセクシュアル ・ハ

ラスメン ト行為 を経験 したことが無い人は女子

で1.4%,男 子で9。3%と,と ても少ない割合で

あった。

セクシュアル ・ハラスメン ト行為 を受けた後

の影響 については,「 学校へ行 きた くない」「無

口になった」が女子で32～33%,「 不登校 ・授

業 に欠席」が女子で24%,学 力低下が女子で23

%,「 転校を考 えた」が女子で18%に 登 り,い

ずれの項 目でも男子は女子の1/3以 下の割合 とな

った。

スタインによれば行為を受 けた後の精神 的な

面での影響 としては,困 惑する,自 意識過剰 に

なる,自 信や 自尊心 の低下,幸 せでロマンティ

ックな人間関係 を築けるかどうか不安になる,人

気が無 くなる,な どが挙げられるとい う。行動

の面では,人 を避ける,あ る特定の場所 を避け

る.登 下校の道 を変 える,ク ラブ活動などを辞
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める,な どが あ る とい う。

③USAウ ィー クエ ン ド誌上 調査(1996)

第三の全米調査 は,約22万2千 人(男 子44%,

女子56%)と い う大規模 な調査 母体 を持 つ もの

で,1996年9月8日 の雑誌USAウ イークエ ン ド

誌上 の調査 で あ る。 日本 の小 学校6年 生 か ら高

校3年 生 に当た るグ レー ド6か らグ レー ド12の

生徒 を対 象 と した もので あ ったが,こ こで も ま

た セ ク シュアル ・ハ ラス メ ン ト行 為 は とて も 日

常的 に起 きる経験 である とい う結 果が出 た。2/3

が雑 誌の調査 に直接 回答 した もので,残 り1/3は

教員 の指 示 に よ りテ レビ番 組視 聴 を とお して行

わ れた。81%の 女子,76%の 男子 が何 らかの セ

ク シュアル ・ハ ラス メ ン ト行為 を経験 した こ と

が あ り,セ クシュ アル ・ハ ラス メ ン ト行 為 を経

験 した ことが ない ケースは女子 で19%,男 子 で

24%に とど まった。

④ 調査の まとめ

3つ の全米規模の調査の結果 を分析 したス タ

インが最終的な結論 として述べていることは,ま

ず第一に,こ れ らの調査 で生徒 たちが示 したデ

ー タと結果については 「信 じるに足 るものであ

る」 ということだ。そ して,長 期的な調査 ・研

究や加害者 と被害者の関係 についての追跡調査

が是非 とも必要であること(加 害側 と被害側は

友人 ・知 り合いであることが多いため),セ クシ

ュアル ・ハラスメ ント行為 を防止 した り減 らし

た りする介入策の 「効果のほど」 を研究す るこ

と,な どが今とても必要であると述べている。 ま

た,被 害者か らの苦情や訴訟 も,こ の問題 を忘

れ させないために緊要であるとス タインは考え

る。 この本 には続 けてアメ リカにおける具体的

な訴訟の例が紹介 されている。

(2)訴 訟 と苦情 一学校 で のセ ク シュ アル ・ハ ラ

ス メ ン ト行 為 の証拠

ス タイ ンの 主張 点 は,ア メ リカに は,法 律 と

しては教育 法修 正 第9章(TitleIX,Education

Amendments)と,相 談機関 としては教育省 に

OCR(OfficeForCivilRights)と 呼ばれる苦情 申

し立てのための機関があ り,そ のことがセクシ

ュアル ・ハ ラスメン ト問題の解決の要になって

いる,と いう点である('o)。スタインはこのタイ

トル ・ナインとい う法律 とOCRを 柱 に,セ ク

シュアル ・ハラスメン ト問題の解決 に向けた道

筋 を力強 く示 して くれている。

訴訟の例 としてはレイプ事件,性 的中傷 を含

む落書 き事件,女 子 フッ トボールチーム集団訴

訟 など,様 々な訴訟の事例 とその展開の過程が

詳 しく述べ られている。

苦情 申し立ての例 としては,同 性の間で性的

うわ さを流すなどの事例,男 子小学生に対する

性的いたず らの事例,「 ゲイ」 などと称 して性的

指向を中傷する事例などが挙 げられている。

ス タインによれば殆 ど全ての訴訟や苦情 申し

立て事例 において,以 下の3つ の共通点がある

とい う。

a.セ クシュアル ・ハラスメ ン ト行為の日常性

b.被 害者が受身ではな く,訴 えを起 こすこと

c.学 校側(教 員)が それを否認 した り,被 害

者の訴えを信 じなかった り,つ まらない こ

ととみなした りすること

である。

まず,代 表的な訴訟の事例 としては 「フラン

クリン事件」が挙 げられてお り,ス タインはこ

れ を 「今後の道 しるべ となる判決」(Landmark

Decision)(11)と している。15歳 の公立学校の女

子生徒フランクリンが3回,校 庭で先生 に性行

為 を強要 された。彼女はこのことを信頼で きる

先生 と学校側 に報告 したところ,学 校側は被害

者 フランクリンに対 して,先 生 を辞めさせ るか

ら両親やボーイフレン ドなどには話 さないよう

になどと指示 したという。この教員は辞職 した。

フランクリンは 「性的差別を受けた」 という理

由で最高裁で完全 に勝訴 した。 タイ トル ・ナイ

ンが施行 されて20年 の歴史の中で,最 高裁が

「性的差別のない環境 を作 るのを怠った」 という

理由で学校側の過失責任 を認めた最初の例であ
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った という。

テ レビなどで も取 り上げ られた有名 な事例で

ある15歳 のケイテ ィー ・ライルの事例は,「 性

的な落書 きをされた」 とい うものである。その

落書 きは男子 トイレと校舎3階 の壁 に,「 ケイ

ティーは娼婦」 に始 まり,被 害者の性器につい

て述べ られた,極 度 に下品で読むに絶 えない も

のであった。驚 くべ きは学校の怠慢で,「校舎の

塗 り替えの時期はまだ来ていない」 とい う理由

で,落 書 きはそのまま16週 間も放置された とい

う。 ひどいことに校長 は,「 誰 も読 まない」 「そ

れが君の心を強 くする」などと豪語 したという。

落書 きはケイティーの兄が 「ほんの数分」で

消 した。 しか し落書 きは消 えて もスクールバス

や教室での性的中傷は続いた。ケイティーは1991

年 にミネソタ州で勝訴 し,1,500ド ルの賠償 を受

けた。学校側はセクシュアル ・ハ ラスメン トを

な くすための訓練 プログラムを生徒 と学校職員

に対 して行 うよう命 じられた。

ス タインは,大 人から子 どもへの場合(学 校

職員か ら生徒)と,子 ども同士(生 徒 間)の 場

合で事件の扱いに違いがあ り,特 に生徒間のセ

クシュアル ・ハラスメント事件の場合,「 学校側

が,生 徒 の個人的生活 を管理する責任 を有す る

か どうか」 とい う点 と,「学校が,性 的差別の無

い環境 を提供す る責任があるか どうか」 という

点が争点 とな り,判 断や法の解釈 において混乱

を極 めている,と 言 っているが,そ れがアメリ

カの実情のようだ。

生徒間のセクシュアル ・ハ ラスメン トについ

ては,州 や学校区により,判 決が分かれている。

学校 区によって全 く正反対の判決が出ているの

だ。加害生徒 に胸 や性器 をさわ られ,性 的暴言

を繰 り返 された女子生徒の訴訟は,ジ ョージア

州において 「学校 には生徒 の生活 を管理す る責

任は無い」 とされ,敗 訴。二審に控訴 した とこ

ろ,転 じて 「学校側が性的屈辱を受けるの と引

き換えにでない と学習権を与えないのは不当」 と

して勝訴。学校側が最高裁へ控訴 して,現 在(こ

の本の執筆時),係 争中の状態だ という。

学校におけるセ クシュ アル ・ハ ラスメ ン トへの対応の実態 と課題

さまざまな訴訟が出て きている中,学 校 もい

ろいろ とセクシュアル ・ハ ラスメン トについて

の対応 を行い始めているが,学 校側が必死にな

って被害者 に訴訟 を起 こさない ようにと働 きか

けを行 っていることをス タイ ンは憂慮 し,批 判

している。

訴訟や苦情の例 をまとめた上で得 られる 「教

訓」 として,ス タインは以下の点を挙げている。

・事件 を生徒の視点で考 えること。

・たった一つの事件で も,学 校全体へ与 える

影響 についてよ く考えること。

・大人の対応
,も しくは対応 しない ことが生

徒に どんなメ ッセージを与えるかを広い視

点から考えること。

・生徒の 申し立 ては,ど んな場合で も詳 しい

調査 に値する とみなす こと。

これ らの 「教訓」 はまさにスタインが現場経験

と地道な調査経験 から我々に提供 して くれた も

ので,非 常 に奥深い意味合いを持っている。

(3)さ まざまな問題 と解決策

本の後半では,以 下の ような問題点が議論 さ

れる。「セクシュアル ・ハ ラスメン トと名付 けら

れ分類 される性暴力やジェンダー ・バ イオレン

ス行為の犯罪性 をどの ように扱 うか」「小学校生

徒 間のい じめや遊 びの中での男女間のい じわる

をセクシュアル ・ハラスメン トとして扱 うか ど

うか」 「表現 の自由 を言 い訳 にしてセ クシュア

ル/ジ ェンダー ・ハ ラスメン ト行為 を継続する

ことは許 されるかどうか」「性差別主義者のふる

まいのひとつひ とつをすべてセクシュアル ・ハ

ラスメン トと決めつけることの是非」 「セクシュ

アル ・ハ ラスメン ト訴訟が起 きたことを理由に

校内で手 をつな ぐのを禁止するな どの形式的な

禁止策を導入することの是非」「冤罪や うその申

し立ての問題」 「セクシュアル ・ハラスメント行

為に至 った理由を女子の誘惑 とか挑発的な服装

のせいにで きるか どうか」「服装な どのルーズ

さ ・規律 とい う点において男子に甘 く女子 に厳

しい というダブル ・スタンダー ドの問題」 「訴訟
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予 防 の ため に厳 し く形式 的 なルー ル を掲 げ る こ

との是非」 「学校 に警察 を呼 んでハ ラス メ ン ト行

為 の犯罪性 を誇張 して生徒 に伝 え るこ との是非」

「ス ポーツサ ー クルで の男子 新入生 に加 え られ る

性 的暴 行 の問 題」 な どで あ る。 これ らの問題 を

解 決 す るため の ポ イ ン トと してス タイ ンが提 示

してい る点 を短 くま とめ る と,以 下の よ うにな

る。

・ドメス テ ィ ック ・バ イ オ レ ンスや性 暴 力 防

止 の活動 を してい る団体 と協 力 す るこ と。

・タイ トル ・ナ イ ンは学 校 での 「言葉 を浄化

す る法律 」 と して用 い られ るべ きで あ る。

・セ クシュ アル ・ハ ラス メ ン トの 問題 は ,安

全 な学 校 を創 る こ と,社 会的 正義 や民 主主

義へ の 関心 を学校 に吹 き込 む こ とを視 野 に

入 れなが ら考 えるべ きだ。

・セ クシュアル ・ハ ラスメ ン トは ジェ ンダー ・

ハ ラス メ ン トの 土台 の上 にあ る もの,と い

う理解 を しっか りす る必 要 があ る。

・安 易 に規 則 に よって裁 くの で はな く,生 徒

との話 し合 いの 機会 や生 徒 の議論 の機 会 を

設 け る。

・ 「生徒(十 代)の カ ウ ンセ ラー」 の意見 を

取 り入れ る こ とが重 要。

・ 「性差 別」(sexdiscrimination)〔12)と い う語

の概 念 と定 義 を もっ と広 く解 釈 す る こ とを

生徒 達 に もっ と教 えるべ き。

・ 「性差 別」 とい う語 の持 つ意味 合 い につ い

て よ り深 く理解 す れ ば,ち ょっ と見 た とこ

ろ性差 別 的 に思 え るこ とをすべ て犯 罪 と決

めつ ける よ うな こ とは少 な くなる。

いず れ に も深 い洞 察 があ り,問 題解 決 に向け て

立 ち上 が る際の道 しるべ となる貴 重 な意見 で あ

る。

この ような学校 で よ く見 られ る問題 点 を ひ と

つ ひ とつ考 察 しなが ら,ス タイ ンはセ ク シュア

ル ・ハ ラス メ ン トを防止 す る策 と して,以 下 の

よ うな ことが大切 で あ る,と 具体 的 な対 策 を ま

とめて いる。

a.学校側の対応

・学校職員の意識 を高める…講義式の研修 で

はな く,相 談者 と一対一の半 日 「苦情処理

員」 として活動する,な ど実地での研修 を

行 う。

・他の学校
,家 庭内暴力や性被害 を防止する

団体 などとネットワークを持つ。

・加害者が被害者 に近づいてはいけない,あ

るいは校内で一時的に行動 を制限する,と

い う命令 を罰則規定を設けた上で実施する。

b.対 策 と研究

・セクシュアル ・ハ ラスメン ト調査 を再度検

討 し直 して行 う。「十代の相談員」 の意見 を

取 り入れて質問を発展 させ,十 代 の人々に

プレテス トを行 ってもらう。

・加害者が被害者に近づかない方策 を積極的

に取 り入れる。

・家庭内暴力や性被害を防止する団体が さま

ざまな政府の基金 に申請することを許可 し,

それ らの団体の学校での活動を促進する。

・ジェンダー ・バイアスに原因を持つ犯罪を,

憎悪罪の定義 に加える。

・性暴力の定義 を国の省庁や調査 に浸透 させ

定着 させる。

最後にス タインは,大 きな会場 における講義

よ り,個 々の教員が 「教室の授業」でセ クシュ

アル ・ハ ラスメン トについて語 りかける事 こそ

が重要であ り,そ の話をいつで も行える雰囲気

作 り,そ のあ とそれらを生徒間の議論へ と深め

ることの大切 さを指摘 している。これ らの授業

を展開させるためには,基 本 として教員の側に,

セクシュアル ・ハラスメント行為 をジェンダー ・

バ イオ レンス として捉える素養が どうして も必

要であることも指摘 している。

ス タインは,学 校のカリキュラムや教育学 に

平等の意識や不正 を摘発す る批判の視点 を吹 き

込み,生 徒の心の内に,教 材 のなかに隠れたジ

ェ ンダー ・性差別の意識があることを見つけ出

せ る能力 を育てることこそ大切である,と 述べ
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る。平 等 と不 正 を見逃 さない批 判 の眼 が,思 い

や りの心 を育 て,セ クシュ アル ・ハ ラス メ ン ト

行 為 の傍 観者 を 「社会 的正 義 を創 り出 す人」 へ

と転 身 させ る,と い うのだ。

この本 は,中 学 校2年 の,セ ク シュアル ・ハ

ラス メ ン トにつ い ての学 習 を学 年全 体 で行 って

い る生徒 た ちの言 葉 で終 わ って い る。 生徒 た ち

は,学 校 にはセ クシ ュアル ・ハ ラス メ ン トが存

在 す る こと をはっ き りと認 識 してお り,そ の授

業 のお かげ で,日 頃繰 り返 され てい たセ ク シュ

アル ・ハ ラス メ ン ト行 為 が止 ん だ こ とを心 か ら

喜 んでい る。 学年全体 がそ の授 業 を行 うこ とで,

先生 の い ない昼休 み に もセ クシュ アル ・ハ ラス

メ ン トにつ い ての授 業の 話題 で持 ち き りになっ

て い る こ と,ゲ イ や レズ とい う言 葉 を用 い る人

は も うい ない こ と,等 を喜 ば しげ に報 告 してい

る。

「見 てい ない こ とは起 こって いな い」 「見 てい

て も信 じない」 と してい た教 師 の姿勢 と この 生

徒 たちの間には,ど れほ ど開 きがある ことか。セ

ク シュ アル ・ハ ラス メ ン トの防 止 には,教 員 の

高 い意 識 とそ れ を活 用 した授 業 を教室 で行 うこ

と,そ して性差 別意 識 の無 い,品 のあ る正 しい

言 葉 を学校 中の生徒 に使 わせ る こ とにキー ポ イ

ン トがあ る,と ス タイ ンは伝 えて い る。 生徒 を

導 く教 員や 大人 の 力量 や才 覚が,今 まさ に必 要

とされ てい るの だ。「大人 に伝 わ らない」 い らい

らを生徒 に抱 え させ るの では な く,「 大人 の側 か

ら生徒 に伝 える」 平和主 義,民 主主 義,社 会 的

正 義 の力強 い,積 極 的 なメ ッセー ジ こそ,セ ク

シュアル ・ハ ラス メン トを防止す る力であ る,と

ス タイ ンはわれ われ に静 か に語 りか けてい る。

(細井 とし子)

2学 校 にお け るセ ク シュアル ・ハ ラス メン トと

差別

以 下 は,ト レー シー ・トルー リー著 『十代 の

権 利 ～十代 の若者 と彼 らの生活 に関 わる大 人 た

ちへ の法律 ガイ ド』(13)に収 め られ てい る第7章

「学校 にお けるセ クシュアル ・ハ ラスメ ン トと差

学校 にお けるセクシュアル ・ハ ラス メン トへの対応 の実態 と課題

別」の紹介である。

書名か ら明 らかなように,本 書 は,ア メリカ

の十代の若者の権利 と彼 らの生活 をめ ぐる様々

な問題 に関 して,弁 護士の立場か ら,そ の法的

側面 を解説 し,若 者 とその保護者 に実践的なア

ドバ イスを提供するものである。全体は,学 校,

家庭,身 体,仕 事,財 産,そ して法廷,の6つ

の領域 をとりあげた6部 構成 になってお り,本

章は,第 一部 「十代 と学校」の中に収められて

いる。

アメ リカにおいては,学 校で起 こるセクシュ

アル ・ハ ラスメ ン トは,教 育における差別の問

題 として位置づ けられている。従 って,ハ ラス

メン トを行 った本人の加害責任 とは別に,雇 用

者,そ して教育サー ビス提供者 としての学校区

(schooldistrict)(14)の法的責任が厳 しく問われる

ことになる。 ここでは,生 徒が被害 を受 けた場

合,学 校区の行政責任 をどの ように問 うことが

で きるか,と い う観点か ら,多 くの判例 をもと

に分か りやす く解説 している。また逆 に,十 代

の生徒が加害者 として告発 された場合,自 己の

権利 を守 るための留意点はなにか,と い う問題

も取 り上 げている。それぞれの問題 に対す る簡

潔な助言が 「ヒン ト(dp)」 という短い形で随所に

挿入 されてお り,す ぐに役 に立つ 「法律 ガイ ド」

として興味深い。

大人である学校関係者がセクシュアル ・ハラ

スメン トを行った場合の加害者責任については,

「法定強かん罪」への言及以外,ほ とんどふれら

れていない。ここでは,あ くまで十代の生徒に

焦点があてられ,彼 らが被害 を受けた場合の学

校区に対する訴訟に主たる関心がおかれている。

日本ではい まだ,学 校でのセクシュアル ・ハラ

スメン ト被害に対す る教育行政担当部局の法的

責任が明確 になってお らず,こ の章か ら私たち

が学ぶべ き点は多い と思 われる。

つ ぎに内容 を簡単 に紹介 したい。冒頭の説明

を引用 してみよう。
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"連邦政府から資金 を受けている学校はすべて
,

一方の性 に与えられている機会が もう一方の性

に与 えられない場合,も しくは,生 徒がセクシ

ュアル ・ハ ラスメ ン トをうけている事実 を学校

が知 っていなが らそれを容認 している場合,法

律違反 となる。前者は,と くにスポーツ活動へ

の参加 の機会 をめ ぐる問題であ り,後 者は学校

教職員 と生徒の関係 においてどのような行為が

許容 されるのか,と いう問題 に関わって くる。"

(p.47)

最初 に検 討 されてい るの は,「 ハ ラス メ ン ト加

害 者 が学校 教 職員 の場 合」 で あ る。 学校 にお け

るセ クシュ アル ・ハ ラス メ ン トは,法 律 的 には,

「教 育上の差 別 の一 形態」 と見 な され,こ の分野

の訴訟 はス ポー ツの機 会均 等 問題 と同様 に,教

育 法修 正第9章(タ イ トル ・ナイ ン)(15)に基づ

い て行 われ る。職場 にお け るセ クシ ュアル ・ハ

ラス メ ン トと同様,ハ ラス メ ン トは2通 りの タ

イ プに分 けて考 え られ て い る。 一つ は,教 員 が

性 的 関係 と引 き替 え に成 績 や卒業 の便 宜 をはか

る ような 「対価 型」,も う一 つ は,生 徒 が学校 の

つ く り出す 「商臆 ある環境(hostileenvironment)」

に よって被 害 を受 け る 「環境 型」 で あ る。何 が

「敵意あ る環境」 の構成 要件 であるか に関 して は,

確 固 た るルー ルが あ るわ けで は な く,こ れ まで

の判例 に よって理解 を深 め る必 要が あ る,と い

う。

● フランクリン対 グイネ ット郡公立学校区事件

1992年 連邦最高裁の判例。女子高校生が,コ ー

チで もあった教員から継続 的にセクシュアル ・

ハラスメン トを受けた事件である。 コーチは,彼

女に対 して性的な会話やキスを強要 したほか,三

回にわたって彼女 をクラスから連れだ し,学 校

内で レイプ した,と い う。学校区はこうした主

張 を受けて調査 を行 ったが,コ ーチに対す る告

訴 を取 り下げるように彼女 に圧力 をかけた。最

終的にはコーチは学校 区と取 り引 きし,彼 に対

する法的手続 きをすべ て取 り下ることを交換条

件 に辞職することが許された。

一審 と控訴審では
,と もに学校 区に対する訴

えが棄却 されたが,連 邦最高裁 はこれを覆 した。

この先駆 的 な判例 に よって,セ ク シュ アル ・

ハ ラス メ ン トを受 けた場合 は ,1972年 の教育法修

正 第9章(タ イ トル ・ナイ ン)に 則 り,学 校 区

に対 して金銭 的損 害 を求 め る訴 訟 を起 こす こと

が 可能 にな った,と い う。 この事 件 は,前 節 ナ

ン ・ス タイ ンの著作 の 中で も取 り上 げ られ た画

期 的 な もので あ る。 さ らに,つ ぎの ような判例

も紹 介 されて いる。

●ネルソン対 アーモ ン ト地域学校区事件

1996年 に結審 したケース。高校2年 生で17

歳の少年が,1993年 に薬の過剰服用事件 を起 こし

た。息子の飲 んだ薬 を探そ うとした両親は,彼

の部屋 で英語の女性教員か らのメモや手紙 を発

見 した。二人 はデー トを重ねていたが,性 交に

は至 っていなかった。学校関係者か らの苦情 に

よ り校長 は調査 を開始 したが,二 人 とも不適切

な関係の存在を否定 したため,調 査 を中止 した。

その後,少 年 は教員 との関係 を終わ らせたい と

望 んだが,教 員はその決定 を受 け入れず,関 係

を続 けるよう彼 に圧力 をかけた。彼が薬 による

自殺未遂 を起 こしたのはこの時期であった。校

長 は新 たに調査 を開始 し,二 人が外で会ってい

る所 を目撃 した教員が数人いることを知った。

裁判官の決定 は,こ うした事実は訴えが法的

に有効である事 を示す に十分であ り,学 校区側

の対応が適切であったか否かは陪審の決定に任

される,と いうものであった。

生徒側が実際 に裁判 に勝つことがで きるか否

かは,そ れぞれのケースの事実関係 によると,著

者 は指摘 している。また,学 校区の責任の有無

に関 しては,裁 判所 によって異 なった基準が出

されている。 しか し,最 も重要 な点 は,学 校区

側がセクシュアル ・ハ ラスメ ン トの事実 を知 り

なが ら,そ れに対 して行動する事 を怠ったか否
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か にあ る,と い う。

次 に紹介するのは,訴 えが認められなかった

例である。

●アベイタ対チャマ ・バ リー独立学校区第19事

件

1996年 のこの裁判は,生 徒側の敗訴に終わって

いる。小学6年 生で12歳 の少女は,「 あなたのこ

とが好 き」 と書いたクラスのある男の子へのメ

モを担任 にクラスの前で読み上げ られ,そ の教

員 に売春婦 と呼ばれた。それを聞いた クラスメ

ー トたちは彼女 を同 じように呼 び
,休 み時間や

昼食時に彼女 をか らかいやあ ざけ りの対象 とし

た。教員 はその後一 ケ月半 にわたって彼女 を同

じ言葉で呼び続けた。その時点か ら彼女は不登

校にな り,保 護者 は訴訟 を起 こした。

担当裁判官 は,こ のケースはセクシュアル ・

ハ ラスメン トに該 当 しない と考え,生 徒側 は敗

訴 した。

なぜ上記の行為はセクシュアル ・ハ ラスメン

トに該当 しないのか,ま た裁判所 間の判断基準

の相違 をめぐってどのような争点があるのか,等

に関する言及はない。本書が,弁 護士による,十

代 とその保護者 に対する 「法律 ガイ ド」 として

書かれている,と い う性格か らくる ものであろ

う。 しか し,著 者 は,上 記の判例か ら学ぶ点が

多いとして次の ようにコメントしている。

"行為がひどければひどいほど
,生 徒側が勝訴

する可能性は高い。 しか し,最 終決断 は,起 こ

った事柄 について裁判官,そ しておそら く陪審

が どう考えるかによってなされる。もちろん,学

校区は生徒 と学校区職員 との間の性的関係 を禁

止する規定や法的手続 きを文書 として整備 して

いる。"(p.50)

次 に著者が指摘するのは,被 害者である生徒

の年齢から来 る問題である。教員,コ ーチ,ま

学校 にお けるセクシュアル ・ハ ラス メン トへ の対応 の実態 と課題

たは事務職員,と いった職種 を問わず,大 人が,

あ る一・定年齢に達 しない子 どもと性的関係 を持

った場合 は,刑 事犯罪にな りうる。

"ア メリカではそれぞれの州に
,大 人 と子 ども

の性的関係 を取 り扱 う法律がある。(中 略)一 般

的に,13歳 の生徒 と関係 した教員は,「法定強か

ん罪」で有罪となるだろう。それは,法 律上,ど

の ような性的関係 も 「自動的 に」強かん とみな

される,と いうことであ る。つま り,一 定年齢

に満 たない未成年は(そ の年齢 は各州 によって

異なる),法 的には性行為に合意する能力 をもっ

てお らず,そ の生徒の意志は,相 手の大人が強

かん罪で有罪であるか否か を決定する要因 とは

ならない。"(p.50)

そ して,十 代の生徒 とその家族 に対 しては,次

のように具体的にア ドバイス している。

"も しあなたが学校の職員か ら性的接触 をうけ

た ら,毅 然 としてその誘いを断 り,直 ちにその

出来事 を両親 と学校区に報告すべ きである。学

校長 にも知 らせるべ きである。 もし,校 長がそ

の ような誘いをかけた人間であったなら,そ の

上の管理職 に訴えなさい。あなたが満足 で きる

反応が えられるまで,指 揮命令系統 を上へ と辿

って行 くべ きである。 また,合 衆国教育省の公

民権事務局(OfficeofCivilRights)に 苦情を申 し

立てることもできる。

もし学校区がハラスメ ントを止め させるため

に何 もしない ようであれば,家 族 とともに弁護

士 に相談する事 を考 えるべ きで しょう。上に述

べた ような法的基準 を満た していれば,学 校区

か ら賠償金を取 ることがで きるか もしれない。"

(pp.50-51)

さらに,「先にセクシュアル ・ハ ラスメン トに

対応 し解決する機会を学校区に与えなければ,あ

とで学校区を訴えることはで きない」,ま た,「 こ

の タイプの訴訟は非常 に複雑なので,保 護者 自
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身が法廷で代理人 となることは避 けるべ きであ

る」,と 付け加えている。

つ ぎに,「 生徒 間のセ クシュア ル ・ハ ラス メ ン

ト」 が と りあ げ られ てい る。

学校 の教 職 員 だ けが 生徒 に対 す るセ クシュ ア

ル ・ハ ラス メ ン トの加害者 で ある わけで は な く,

他 の生徒 が加害者 になる こと も多 い。 もち ろん,

「一定の基準 が満 た され るな らば,生 徒 間のハ ラ

ス メ ン トも違法 なセ ク シュ アル ・ハ ラス メ ン ト

と見 なされる し,学 校 区 を訴 える こともで きる」

とい う。 「連邦教 育省 は,あ る一連 の事 実が実 際

にセ ク シュア ル ・ハ ラス メ ン トか どうか を決 定

す る際 に考慮 すべ き諸要 因 の リス トを発行 して

い る」 と して,次 の よ うな項 目を挙 げ て い る。

(p.51)

・その行為が一人 またはそれ以上の生徒の教

育 に与えた影響の程度

・その行為の タイプ,頻 度 と持続期間

・加害者 と被害者の関係

・関係者の人数

・加害者 と被害者の年齢 と性別

上記の各要因に関する具体的 な議論 はなされ

ていないが,生 徒間でのセクシュアル ・ハラス

メン トの代表的な事件 として,つ ぎの例があげ

られている。

●デイビス対 モンロー郡事件

1999年 に最高裁判決によって結審 した。小学5

年生の少女が数 ヶ月にわたってある男子生徒か

ら胸 をさわられ る,性 器 にふれ られそうになる

等のセクシュアル ・ハ ラスメン トを受けていた。

少女 はその都度母親 と教員 に報告 し,校 長 にも

知 らせていた。少女は,同 じ少年 によってハラ

スメン ト被害 をうけたとする他 の少女たちとと

もに,校 長 と話 し合お うと試 みたが,拒 否 され

た。ある時,母 親 との会話の中で校長はこう言

ったという。「もうすこしきつ くあの子 を脅か し

てや らないといけませんなあ。」問題の少年は学

校か らなんの特別指導 も受けることがな く,少

女が彼の隣に座 らな くて もよいよう座席替えを

教員が許可 したのは,実 に3ケ 月後のことであ

った。

この ケ ース に よって,生 徒 に よるセ ク シュ ア

ル ・ハ ラス メ ン トの場合 で も,学 校 区の法 的責

任 を問 うこ とが可能 に なった,と い う。つ ま り,

い った ん生徒 に よるセ ク シュ アル ・ハ ラス メ ン

トの訴 えがあれ ば,学 校区が 「故意 に無 関心」 で

い る こ とは法 的 に許容 され ない,と い うこ とが

確 認 された ので あ る。著者 は,こ の よ うな訴訟

に勝 つ ため に は被 害者 側が 次 の こ とを証 明 しな

け れば な らない,と 付 け加 えてい る。 第一 に学

校 区 が問題 を知 って い たこ と,第 二 に,そ れ に

もか か わ らず,学 校 区 は解 決 のた め に適 切 な処

置 を とる こ とを怠 った こ と,の2点 であ る。

さ らに,著 者 は,な ん らかの不 快 な接触 が あ

り,そ れが性 質上性 的 な もので あ って も,す べ

ての ケー スが セ クシ ュアル ・ハ ラス メ ン トとみ

な され るわけ で はない ことに,読 者 の注 意 を喚

起す る。

●マンフレデ イ対マ ウン ト・バーモ ン ト教育委

員会事件

7歳,小 学2年 生 の少女がクラスの男子生徒

か ら再三,叩 かれる,か らかわれる,唾 を吐 き

かけられる,地 面 に押 し倒 される,な どのいや

が らせ をうけた。母親は何度 も教員や校長 に苦

情 を申 し出た。一度母親は校長 とともに少年の

両親 と会ったが,少 年が規律面での指導 を学校

か ら受けることは まった くなかった。

裁判官は意見書 の中で,こ れ ら一連の出来事

は 「結局,乱 暴な男の子が ときとして小 さな女

の子 に対 して行 う意地悪なからかいにす ぎない」

と述べた。学校でその少年が洋服の上か ら少女

の性器にさわった,と いう出来事 もあったが,裁

判官 はこの出来事 をセクシュアル ・ハ ラスメン

106一



学校 にお けるセ クシュアル ・ハ ラス メン トへ の対応 の実態 と課題

トとみなすには不十分であると判断 した。 スの よ うで ある。

次 に検討 されているのは,問 題 となる行為が

学校外で起 こった場合,ま たは,加 害者の大入

が教員ではない場合で も,学 校区を訴えること

がで きるか どうか,と いう点である。

●バ トリシア ・H対 バー クレー統合学校区事件

10歳 と12歳 の二人の少女の母親は,バ ーク

レー学校区のブラスバン ドの指揮者を していた

男性 と恋愛関係にあ った。二人の娘 はバ ン ドに

入っていなかったが,こ の男性 は彼女たちが通

う学校で もバ ン ドで教えていた。母親の訴 えに

よる と,こ の指揮者 は,娘 の一人 には休暇で湖

に行った際に,も う一人の娘には娘の部屋で,性

的に乱暴 した(sexuallymolested)。 二人の少女

との性的関係 はいずれ も,学 校の敷地内で起 こ

った もので もなく,ま た学校活動 の最中に起 こ

った もので もなかった。

母親 は,学 校 におけるバ ン ドの指揮者 として

の彼の存在それ自体が,二 人の娘 にとっては 「敵

意 ある環境」 をつ くり出 してお り,教 育 を十全

に享受する権利が彼女たちか ら奪われている,と

主張 した。控訴審の裁判官は,「性的暴行の深刻

さ,お よび少女たちとこの指揮者 との問にみ ら

れる年齢 と力関係 の重大 な差」 を理由に,母 親

の主張 を認め,次 のように判断 した。敵意ある

環境が学校 に存在 し,そ れが差別 と言 える レベ

ルにまで達 した場合,家 族が学校 区か ら損害賠

償金を勝 ち取 ることが可能 になる。

著者は,被 害者が訴訟 を成功 させ るためには,

学校区に届け出をしたあ との第2の ステップが

重要になることを何度 も強調 している。つまり,

学校区がセ クシュアル ・ハ ラスメン トを知 って

いなが ら,問 題解決のための行動 を怠 った,と

い うことを法廷で証明できなければならないの

である。その上で,妥 当な行動があったか否か

の判断は裁判官や陪審によってなされ,事 実関

係 によって決められる,と いうのが法 的プロセ

著者 によれば,学 校区はセクシュアル ・ハ ラ

スメン トを起 こした生徒 をすべて退学にする必

要はない。「しかし,問 題 に気づいた ら,か なら

ず何 らかの行動 を起 こさなければな らない。基

準か ら言 えば,学 校区が妥当性 を欠いた行動 を

とった り,問 題への対応 を拒否 した りすること

はで きないはずである。 また,効 果がないこと

を知 りなが ら同じ対応 を続けることもで きない。」

(P・54)と 付け加 えている。

●バ ンス対スペ ンサ ー郡学校 区事件

この事件では,女 子生徒が仲 間の生徒たちか

ら数年 に渡 って何度 もハ ラスメ ントを受 けてい

た。同 じクラスの生徒か ら同性愛者であるか聞

かれる,売 春婦 と呼ばれる,轡 部 をつかまれる,

6年 生のときには高校生か らオーラルセ ックス を

説明 しろと言われた,な どの行為があった。最

も劇的な事件 は,一 群 の少年たちに トイレで壁

際に追いつめ られ,レ イプされそうになったこ

とだった。 こうした一連の出来事の後 で,関 係

した少年たちが事務室に呼ばれたが,彼 らは 「小

言 を言われただけ」 とうそぶ き,実 際彼 らには

何事 も起 こらなかった。

裁判官は,学 校は確かに何 らかの行動 は起 こ

したが,十 分ではなかったと判断 した。学校 は,

少年たちに話 をして も効果がない と分かった時

点で,ほ かの懲罰的な指導方法 をとることによ

って,少 女 を加害者たちか ら守 るべ きだったの

だ。

最後に,「 あなたが告発 された場合」 と題 して,

生徒が逆 に加害者側 に回った場合,ど の ような

ことに注意すべ きかについて,具 体 的に助言 し

ている。

加害者 として第一 に考 えな くてはな らないの

は.学 校 との関係における懲罰的な手続 きの可

能性であ り,次 に,刑 事告訴 を受ける可能性で
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ある,と い う。学校 に関 しては,加 害行為の内

容 と学校区の定める規定 と手続 きに基づいて決

め られる。 中には学校側 との話 し合いだけで終

わる場合 もあろうが,行 為の深刻 さによっては,

学校か らの除籍 をは じめ,性 犯罪 としての起訴

など,厳 しい結果を招 く可能性 もある。著者は

以下のように,十 代の若者たちに警告 している。

"も しあなたの行動が
,他 の生徒 にとって望 ま

ない性 的接触 を含む ものであれば,婦 女暴行罪

(sexualassault)で 告訴されるかもしれない。性犯

罪 は一般的に重罪 とされ,あ なたにとって非常

に深刻 な結果 をもた らす可能性がある。 もしあ

なたが十分 な年齢に達 していれば(大 部分 の州

においては14歳 前後),大 人と同 じように責任

を問われるだろう。 もし有罪 と宣告 されれば,こ

れか ら一生の問,あ なたには重罪人 としての判

決がつ きまとうであろうし,あ なたが家 を借 り

た り,大 学に行 った り,仕 事 を見つけた りする

際に悪影響 を及ぼす ことになるだろう。刑務所

に行 くことになるか もしれない。重罪人は投票

をすることも,武 器を所有することもできない。

そ して州 によっては,性 犯罪者 として登録 しな

ければならないだろう。この ことは,あ なたが

少年 と して起訴 された場合で も当ては まる。"

(p.55)

さ らに,著 者 は,行 動 を起 こす前 の心構 え に

つ い て,彼 らに こ う語 りかけ ている。

(p.55}

しか し,事 件 をおこ して しまうことは現実 に

あ りうるだろう。著者 は,そ の場合で も,自 己

の権利 を守るため に覚 えておか なくてはならな

いことを,具 体的にア ドバイス している。 まず,

逮捕 された場合 は,セ クシュアル ・ハ ラスメン

トに限らず,す ぐ弁護士 に相談 し,警 察ではな

にも話 さないこと。 また,呼 び出されたのが警

察ではなく学校である場合 でも,そ こで担当者

に話 したことはすべて刑事起訴に使 われる可能

性があること,を 強調 している。

"も し警察官が尋問の場 にいない場合
,そ して

あなたが逮捕 されていない場合,あ なたには弁

護士 を同席 させる権利 もない し,話 をした結果

刑事事件 として扱われる可能性があるとい う警

告 もなされないだろう。

法的措置に際 してあ なたが取 る接触 はどんな

もので も,た とえそれが単 に学校担当の警官 に

学校 で尋問されるだけだ としても,そ れは私的

な教育上の記録 というよりも,公 的な記録 とし

て扱 われ,警 察の保管する一種の犯罪関係書類

に作 り上げられるか もしれない,と いうことを

覚えてお こう。"(P.56)

刑事起訴に関する情報や,記 録の秘匿性 に関

しては,こ の本の他 の章でそれぞれ詳 しく取 り

上げられている,と い う。

"性暴力の告発 を受けるということは非常に深

刻 な問題であ り,性 的な言葉 を発する前に十分

注意 して考 えな くてはならない。 また,相 手が

望 まないの に性的な申し入れをしないよう,絶

対に確かめてお く必要がある。あなたにとって

は害のない冗談や悪ふざけ(言 い換 えれば十代

の若者に典型的な行動)だ と思われることで も,

その ような行動 をお もしろい とはみなさない大

人の システムによって,最 後には自分が法廷で

裁 かれる ことになるか も しれ ないのだか ら。"

以上が,内 容 の概略的紹介であるが,さ すが

訴訟社会アメリカを反映 した内容 となっている。

日本では,生 徒のセクシュアル ・ハ ラスメ ン ト

被害に対 して,行 政上の責任者であ る教育委員

会が どの ような法的責任 を問われうるのか,加

害教職員への懲罰問題 を越える行政責任に関 し

ては,あ ま り議論 されていない。 ガイ ドライン

の不備や,ガ イ ドラインがあっても,届 け出 を

うける相談窓口やその後の調査機関が,ま った

く機能 していない場合 も多い。被害 を受けた子
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どもの心的回復や学習権の確保 に関 して,ま た,

二次被害の防止 に対 して,教 育委員会は具体 的

にどの ような対策をとるべ きなのか,責 任の明

確化 と問題解決 に向けた システムの構築が早急

に求め られている。

(賀谷恵美子)

別するため に,こ こでは 「学校 区」 とい う訳

語 をあてている。

(15)教 育法修正第9章(タ イ トル ・ナイン)に つい

ては,前 節,ナ ン ・スタイ ン紹介文中の,注

(10)を 参照 され たい。

追記

注

(1)

)

)

)

)

)

)

)

)

2

3

4

5

6

7

8

9

(

(

(

(

(

(

(

(

NanStein(1999},ClassroomsandCourtrooms:

FacingSexualHarassmentinK-12Schools,

Teacher'sCollegePress.

ibid.p.7.

ibid.p.10.

ibid.p.11.

ibid.pp.13-14.

ibid.p.15.

ibid.p.14.

ibid.p.16.

ibid.p.16.

(10)FederalTitleIXoftheEducationalAmendments

of1972,20U.S.Cf1681(P.L.92-318,states):
"NopersonintheUnitedStatesshall

,onthebasis

ofsex,beexcludedfromparticipationin,bedenied

thebenefitsof,orbesubjectedtodiscrimination

underanyeducationprogramoractivity

receivingfederalfinancialassistance."

USDepa血lentofEducationh:〃www.ed.ov/

about/offices/listlocr/aboutocr.html"Themission

本稿 はSSHP関 東ネ ットワーク,SSHP全 国ネッ ト

ワークの活動 に関わっている者が,以 下の分担で執

筆 した。

入江 直子

五十嵐とし江

亀井 明子

細井とし子

賀谷恵美子

参考文献

(1・III,SSHP関 東 ネ ッ ト)

(II,SSHP関 東 ネ ッ ト)

(IV,SSHP全 国 ネ ッ ト)

(V-1,SSHP関 東 ネ ッ ト)

(V-2,SSHP関 東 ネ ッ ト)

亀井明子編著 『知 ってい ますか?ス クール ・セ

クシュアル ・ハ ラスメン ト ー問一答』解放 出

版社,2004年

oftheOfficeforCivilRightsistoensure

equalaccesstoeducationandtopromote

educationalexcellencethroughoutthenationthrough

vigorousenforcementofcivilrights."

(11)NanStein(1999),p.29.

(12)ibid.p.82.

(13)SexualHarassmentandDiscriminationin

School,TraciTruly,TeenRights:ALegal

RightsandtheAdultsinTheirLives,2002,

SphinxPublishing,AnImprintofSourcebooks,

Inc.,pp.47-56.

(14)一 般 の 地 方 自治 体 と は 別 格 の 公 法 人 格 を も っ

た 教 育 行 政 ・財 政 上 の 単 位 。 日本 で は,各 地

方 自 治 体 の 教 育 委 員 会(教 育 庁,教 育 局 な ど)

に あ た る と 考 え ら れ る 。 直 訳 す る と 「学 区 」

だ が,通 常 日本 語 で い う 「学 区 」 は 生 徒 が 就

学 ・通 学 す る 区 域 を 意 味 す る の で,そ れ と区
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〈資料1>

セ クシ ュアル ・ハ ラ ス メン ト防止 に対 す る取組 状況 につ いて(ア ンケ ー ト調査)

1.セ クシ ュアル ・ハ ラス メ ン ト防止 に関す る規程 につ いて

(1)セ ク シュ アル ・ハ ラス メ ン ト防止 に関す る規程 を整備 してい ます か(複 数 回答 可)

a.は い

b.い い え

c.服 務規 程 の中で整備 してい る

(2)規 程 における保護の対象者は、次の どれにあた りますか(複 数回答可)

a.す べての教職員を保護の対象 としている

b.す べての児童生徒 を保護の対象 としている

c.保 護者、関係 業者、卒業生、教育実習生等の、教職員が職務上接する者の全部又は一部 を

保護の対象 としている

2.周 知 ・啓 発 につ いて

(1)セ クシュ アル ・ハ ラス メ ン ト防止 を 目的 とした研 修 ・講習 会 を実 施 してい ますか

a.(今 年 度)実 施 した

b.(今 年 度)実 施 す る予定 であ る

c.(今 年 度)実 施 してい ない

(2)そ の研修 ・講習会の対象者は次のどれにあた りますか(複 数回答可)

a.校 長に対 し実施 している(① 全員に対 して ②一部 に対 して)

b.教 頭に対 し実施 している(① 全員に対 して ②一部 に対 して)

c.校 長、教頭以外の教員 に対 し実施 している(① 全員に対 して ② 一部 に対 して)

d.学 校事務職員 に対 し実施 している(① 全員 に対 して ②一部 に対 して)

(3)研 修 ・講習会以外に周知 ・啓発 を行 なっていますか(複 数回答可)

a.各 学校 に対 して通知を発出 している

b.職 員だよ りやパ ンフレッ ト等により、教職員に周知 ・啓発 を行 なっている

c.児 童生徒や保護者向けに周知 ・啓発 を行なっている

d.イ ンターネッ トのホームページ上に記載 している

e.そ の他()

3.相 談 ・苦情 へ の対 応 につい て

(1)セ クシ ュア ル ・ハ ラス メ ン トに関す る問 い合 わせ 、相 談、 苦情 等 を受 け付 け る窓 口を設置 し

てい ます か

a.は い

b.い い え
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(2)そ の窓口はどこに設置されていますか(複 数回答可)

a.教 育委員会事務局

b,各 学校

c.そ の他( )

(3)そ の窓口には相談員が配置されていますか(複 数回答可)

a.は い(① 教育委員会事務局 ②各学校 ③ その他)

b.い いえ

c.専 門相談員を配置 している(① 教育委員会事務局 ②各学校 ③ その他)

(4)苦 情 ・相談 は どの よ うな方法 で受 け付 けてい ますか(複 数 回答可)

a.電 話

b.FAX

c,手 紙

d.電 子 メー ル

e.来 所

(5)苦 情 ・相 談 に対 応す る ための担 当者が利 用す るマ ニ ュアル を作成 してい ます か

a.は い

b.い い え

4.セ クシュアル ・ハ ラス メ ン トが生 じた場 合 の対 応組織 につ い て

(1)セ クシュ アル ・ハ ラス メ ン トが生 じた場合 の対応組 織が 整備 され てい ます か

a,は い

b.い い え

(2)そ の組織はどの ように対応することになってい ますか

a、教育委員会が設置 し、対応する

b.既 存の組織の中でセクシュアル ・ハラスメン トも対応する

c.各 学校の実態 に応 じて対応する

d.そ の他()

ご回答あ りがとうございました。

貴委員会名

担当部署名

担当者名

連絡先電話番号

FAX番 号
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〈資料2>

セクシュアル ・ハ ラスメン ト防止に対する取組状況調査(集 計結果)

L規 程の整備状況について

者象対るす護保上程規

他のぞ矧生童阻員職教
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

35149158

○

○

○

○

○

○

O

○

○

○

○

○

○

○

O

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

O

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

O

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

O

○
0

○

○

○

○

○

○

○

○

O

○

○

○

○

○

O

○

○

○

○

○

○

O

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

備整の程規

程規務間いは

○

○

2157

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

O

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

O

○
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○

○

○

○
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名程規

針方るす関に等止防ゆンメス.ワリルアユシクセ

綱要るす関に等止防粉ン淵,ワリルアユシクセ

針方本基るす関に等止防ゆンメスラハルアユシクセ
綱要るす関に等止防ゆン期,ワ'ンルアユシクセ

針指るす閲に止嚇ン淵ウ'ール泳クセるけおに校学立県

針指るす関に等止防切ンメスラハルアユシクセるけおに場職

針指るす関に等止防柳ンメスラハルアユシクセるけおに場職

網要るす関に等止嚇ンメス.リリルアユシクセの会員委育教県城茨

針方本基のめたの滅膜ン淵ウワルアユシクセるけおに場職

にめたの止防然未切ンメスラハルアユシクセるけおに校学

綱要るす関に等止防ゆン〃,ワリルアユシクセるけおに校学立県

綱要るす関に止描ンメスラハルアユシクセるけおに場職

綱要るす関に止防ゆン淵ラハルアユシクセるけおに校学立都

綱要るす関に止防ゆンメス一フハルアユシクセるす関に等徒哩童児るけおに校学立都

針指るす関に止防ゆンメスラハルアユシクセるけおに場職の会員委育教県川奈神

列バク叱ル
一

ク弘叶㎝㎝「

ていつに止防の題問るす因起に動言な的性るけおに等校学立公

針指のていつに項事きべす識認が員職校学立公にめたの等止防ゆン期》リルアユシクセ

針指のていつに項事きべす識認が員職教にめたの等止防ゆンメス曽ワルアユシクセ
綱要のめたの止嚇ンメスラハルアユシクセるけおに場職

綱要止嚇ンメスラハルアユシクセるけおに等場職

針方本基るす関に等止防ゆンメスラハルア沁クセ

綱要るす関に等止防陶ンメスリリルアユシクセ

針指るす関に等止防ゆンメスウリルアユシクセるけおに校学

針指るす関に止覇ンメスウワルアユシクセるけおに場職

綱要るす関に止防ゆンメス.リリルアユシクセ校学立府都京

にめたの止聯ンメス.ワリルアユシクセるす対に徒住童児るよに員職教

針指るす閲に応対び及止防ゆンメスウ'ールアユシクセるけおに場職

針指るす関に止防陶ンメスウワルアユシクセるけおに場職

針指るす関に等止防吻ンメスウワルアユシクセ

ていつに等止防ゆンメス.ワリルアユシクセのへ徒生童児児幼るよに員職教

針指るす関に止聯ンメスウワルアユシクセ

綱要止渤ン淵,》リルアユシクセ会員委育教県取鳥

綱要るす関に等止防ゆンメス,ワワルアユシクセ

綱要るす関に等止防ゆンメスラハルアユシクセるけおに場職

ていつに止防ゆンメスラハルア旗クセるす対に徒生童児るよに員職教
綱要るす関に等止防ゆンメス.ワワルアユシクセ

ていつに止防吻ンメス.ワワルアユシクセ

ていつに止防ゆンメスラハルアユシクセ

ていつに保確の律規務服の員職教

針指るす関に等止防ゆンメスウリルア沁クセるけおに校学

綱要るす関に等止渦ンメスウワルアユシクセ

ていつに等策対止嚇ン淵ラハルアエシクセるけおに場職

針指のていつに止防切ンメス》ワルアユシクセ

綱要るす関に等止隅ン期ウワルアユシクセ

綱要るす関に等止防ゆン期,ワリルアユシクセるけおに校学立県

ていつに組取るす関に等止防陶ンメスウワルアユシクセ
針指るす関に止防陶ンメスウ'ンルアユシク砲ル

一
クス

綱要止嚇ン万汚リルアユシクセ員職校学立県分大
綱要るす関に等止聯ンメス轡ワワルアユシクセ

針指のめたの等止隅ン万ウリルアユシクセるけおに校学立県

程規止防陶ン〃ウリルアユシクセの員職の県るす属に管所の会員委育教県縄沖
綱要るす関に等止防ゆンメス,ワリルアユシクセの員職校学

綱要るす関に等止防ゆンメスラφルアユシクセの員職会員委育教市台仙

綱要るす関に止防ゆンメスウリルアユシクセるけおに場職

列ツプドンハ導指徒生童院

綱要るす関に止防陶ン漏ラ引ルアエシクセ会員委育教市崎川

針指るす関に止嚇ンメスウリルアユシクセるけおに場職

納要るす関に等止防陶ンメスラ引ルアユシクセ会員委育教

針方るす関に止渤ンメスラ引ルアユシクセ園稚幼ぴ及校学立市都京
ン刻ド削るす関に止嚇ンメス曹リルアユシクセ

綱要るす関に等止嚇ンメスウリルアユシクセの員職市島広

綱要止聯ンメス》リルアユシクセ

綱要るす関に等止隅ンメス.ワリルアユシクセの員職市岡福

綱要るす関に等止防陶ンメス.》リルアユシクセるけおに校学立市またいさ

・

名県市府都道令都政

道海北

県森青

県手岩

県城宮

県田秋

県形山

県島福

県城茨

県木栃

県馬群

県玉埼

県葉千

都京東

県川奈神

県潟新

県山富

県川石

県井福

県梨山

県野長

県阜岐

県岡静

県知愛

県重三

県賀滋

府都京

府阪大

県庫兵

県良奈

県山歌和

県取鳥

県根島

県山岡

県島広

県口山

県島徳

県川香

県媛愛

県知高

県岡福

県賀佐

県崎長

県本熊

県分大

県崎宮

県島児鹿

県縄沖

市幌札

市台仙

市葉千

市崎川

市浜横

市屋古名

市都京

市阪大

市戸神

市島広

市州九北

市岡福

市またいさ

計合

1

2

3
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6

7

8

9

10

11

12

13

M
=
』

藩
18

19

・。一
飢一

鷹一

考
26

27

器一
29一

一
・。一
訓

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51
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59

60
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学校 にお けるセク シュアル ・ハ ラスメン トへの対応 の実態 と'課題

2.周 知 ・啓発について

発唱知周の他のぞ
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名県市府都道令都政

道海北

県森青

県手岩

県城宮

県田秋

県形山

県島福

県城茨

県木栃

県馬群

県玉埼

県葉千

都京東

県川奈神

県潟新

県山富

県川石

県井福

県梨山

県野長

県阜岐

県岡静

県知愛

県重三

県賀滋

府都京

府阪大

県庫兵

県良奈

県山歌和

県取鳥

県根島

県山岡

県島広

県口山

県島徳

県川香

県媛愛

県知高

県岡福

県賀佐

県崎長

県本熊

県分大

県崎宮

島児鹿

県縄沖

市幌札

市台仙

市葉千

市崎川

市浜横

市屋古名

市都京

市阪大

市戸神

市島広

市州九北

市岡福

市またいさ

計合
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一
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60
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3,相 談 ・苦情へ の対応について

都道府県 ・

政令都市名

道海北

県森青

県手岩

1

一2

一3

県城宮

県田秋

一4

一5

県形山

県島福

一6

一7

県城茨「8

県木栃9

県馬群
一10

県玉埼「11

県葉千}12

都京東13

際創神
一14

県潟新[15

県山富16

限創
　17

県井福「18

県梨山
一19

県野長一20

県阜岐一21

県岡静一22

県知愛
一23

県重三一24

県賀滋一25

府都京「26

府阪大

県庫兵

県良奈

一27

一28

一29

県山歌和

県取鳥

県根島

一30

一31

一32

県山岡一33

県島広

県口山

県島徳

眼翻
県媛愛

県知高

県岡福

県賀佐

県崎長

県本熊

一34

一35

一36

一37

一38

一39

[40

一41

一42

一43

県分大一44

県崎宮一45

県島児鹿
一
46

県縄沖一47

市幌札一48

市台仙
一49

市藥千

市碕月

市浜横

市屋古名

市都京

市阪大

市戸神

市島広

一50

一51

「52

}53

一54

一55

一56

一57

市州九北一駆

市岡福弱
市またいさ面

合計

窓口の設置

はい
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一〇

一〇
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δ

一〇

0
6
6
δ

いいえ
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学校 におけるセ クシュアル ・ハ ラスメ ン トへ の対応の実態 と課題

4.対 応組織について

都道府県 ・

政令都市名

道海北1

県森青2

県手岩3

県城宮一4

県田秋「5

県形山6

県島福7

県城茨℃
県木栃「9

県馬群10

県玉埼11

県葉千一12

都京東
一13

眼71奈神14

県潟新15

県山富
一16

眼馴
一17

県井福18

県梨山り

県野長

県阜岐

20

一21

県岡静一22

県知愛23

県重三24

県賀滋「25

府都京26

府阪大27

県庫兵

県良奈

28

一29

県山鰍利一30

県取鳥31

県根島32

県山岡一33

県島広一34

県旧口
一35

県島徳36

眼刮37

県媛愛38

県知高一39

県岡福40

県賀佐41

県崎長42

県本熊一43

県分大

県崎宮

44

一45

県島児鹿46

県縄沖47

市幌札一48

市台仙一49

市葉千50

市騎川51

市浜横一52

市屋古名一53

市都京駆

市阪大55

市戸神56

市島広一57

市州九北
【58

市岡福59

市ま唆包60

合計

対応組織の整備 対応方法

はい1い いえ 委員会等の設置1既 存の組繊の中で1各 学校の実態に応じて1 その他
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